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「川崎市災害廃棄物等処理実施計画（案）」に関する意見募集の実施結果について 

１ 概  要 

本市では、大規模地震等の自然災害に伴い発生が見込まれる災害廃棄物等の処理について、「川

崎市地域防災計画（震災対策編）」の中に「川崎市災害廃棄物等処理計画」を位置付け、基本理念

等を取りまとめ、平成３０年４月に改定したところです。 

この度、本市の地理的状況を踏まえ、災害廃棄物等の処理に係る具体的な考え方や対応方法等

について定めるとともに、公衆衛生の維持や安全性の確保を図りながら円滑かつ適正に災害廃棄

物等を処理するため、「川崎市災害廃棄物等処理実施計画（案）」を取りまとめ、市民の皆様か

らの御意見を募集しました。

  その結果、１５通（意見総数８１件）の御意見をいただきましたので、御意見の内容とそれに

対する市の考え方を次のとおり公表します。

２ 意見募集の概要 

題     名 「川崎市災害廃棄物等処理実施計画（案）」に関する意見募集につい

て

意見の募集期間 平成３１年２月７日（木）から平成３１年３月２９日（金）まで

意見の提出方法 電子メール、ＦＡＸ、郵送、持参

募集の周知方法 ・市政だより（２月２１日号掲載） 

・市ホームページ 

・かわさき情報プラザ（市役所第３庁舎２階） 

・各区役所・支所及び出張所の閲覧コーナー、各市民館、各図書館 

・各生活環境事業所 

・環境局総務部庶務課（市役所第３庁舎１７階） 

・関係団体等への情報提供

結果の公表方法 ・市ホームページ 

・かわさき情報プラザ（市役所第３庁舎２階） 

・各区役所・支所及び出張所の閲覧コーナー、各市民館、各図書館 

・各生活環境事業所 

・環境局総務部庶務課（市役所第３庁舎１７階）

３ 結果の概要 

意見提出数（意見件数）  １５通（８１件）

内

訳

電子メール   １１通（７５件）

ＦＡＸ  ４通（ ６件）

郵送    ０通（ ０件）

持参    ０通（ ０件）

資料１
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４ 御意見の内容と対応 

  パブリックコメントの結果、災害時のごみの排出方法等に係る記載方法や具体例が分かりにく

いといった御意見や、災害時のごみの分別や排出方法等について、特に平時（発災前）からしっ

かりとした広報を行うことが重要であるといった御意見などをいただきましたので、図の差替え

や説明文の追加をするなど、一部意見を反映し、「川崎市災害廃棄物等処理実施計画」を策定し

ました。 

【対応区分】 

Ａ 御意見を踏まえ、計画に反映したもの 

Ｂ 御意見の趣旨が案に沿ったものであり、御意見の趣旨を踏まえ、取組を推進するもの 

Ｃ 今後の取組を進めていく上で参考とするもの 

Ｄ 案に対する質問・要望の御意見であり、案の内容を説明・確認するもの 

Ｅ その他 

【意見の件数と対応区分】 

項  目 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 計 

（１）総則に関すること ０ ０ ０ ８ ０ ８ 

（２）基本方針等に関すること ０ １ ４ ５ ０ １０

（３）災害廃棄物等の処理に関すること ５ ５ １４ ２３ ０ ４７

（４）その他 ０ ０ ３ ６ ７ １６

合  計 ５ ６ ２１ ４２ ７ ８１
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５ 具体的な御意見の内容と市の考え方 

（１）総則に関すること 

No. 意見の要旨 本市の考え方 区分 

１ 

「川崎市直下の地震」と「慶長型地

震」の２つの想定ですが、被害の想定

が大きく違うため災害ゴミ処理計画も

２つの前提別に策定すべきと考えま

す。 

具体的には本編P11に記述されている

「３ 本市の特徴を踏まえた処理方法」

について、津波型の場合、沿岸部の被

災により上記の前提が機能しないので

はないか。 

（同趣旨の御意見としてほか２件） 

 川崎市災害廃棄物等処理実施計画（以

下「本計画」という。）では、「川崎市直

下の地震」と「慶長型地震」を想定して

おります。想定では、直下型は慶長型を

大幅に上回る本市最大の被害想定となっ

ておりますので、直下型を前提に策定し

ております。 

 なお、津波等により臨海部の廃棄物処

理施設が被災し、市内の処理能力が不足

した場合には、他都市への支援要請や広

域的な連携により、災害廃棄物等の処理

を行ってまいります。 

Ｄ 

２ 

川崎市内には、津波だけでなく河川の

氾濫による大規模洪水の被害も予想さ

れます。その規模は津波とは違った区

域で起こる可能性も高い（多摩川と鶴

見川の複合氾濫など）ので災害想定に

も、その場合の想定値を加えてはどう

でしょうか？ 

 また、水害に関する災害廃棄物処理

計画策定はどのように予定しているか

知りたいです。 

（同趣旨の御意見としてほか１件） 

水害時は、水分を含み腐敗しやすい廃

棄物が多く発生することが想定されるこ

とを踏まえ、対応することが重要である

と認識しております。水害により発生し

た廃棄物については、震災時と同様の対

応方法となることから本計画を準用して

対応いたします。 

なお、洪水ハザードマップの浸水想定

区域は、必ずしも浸水想定区域の全域で

浸水被害が発生する想定ではなく、一定

の間隔ごとに浸水を予測し、そのすべて

の結果を重ね合わせ、最大の浸水区域等

を表示しているものです。 

Ｄ 

３ 

この「実施計画」の位置付けが第１

章第１節に書かれており、図１－１に

よると発災後に備えてのＢＣＰ計画や

マニュアル等を作成するように伺えま

す。第２章と第３章には共通した表記

も散見され、今後第 3章の深度化（具

体化）が必要と思います。 

それが「マニュアル」なのか「実施計

画」自体の改定になるのか、または

本計画の策定後、災害時の業務継続計

画や対応マニュアル等の整備を行い、本

計画の実効性を高める取組を進めてまい

ります。 

また、大規模災害が発生した際には、

被害状況や災害廃棄物の発生状況等を踏

まえ、具体的な処理方法やスケジュール

等について『災害廃棄物処理実行計画』

を策定することとしております。 

Ｄ 

4



4 

「災害廃棄物処理実行計画」（素案）

なのか判りませんが、（発災以前の）

今後の深度化の取組方策（見通し）を

第1節末尾に加筆して頂きたい。 

（同趣旨の御意見としてほか１件） 

４ 

用語「災害廃棄物等」がこの「実施

計画」で対象廃棄物全体を示すのに対

しＰ20 の廃棄物の分類で、「災害廃棄

物」「片づけごみ」「普通ごみ（家庭

系）」「事業系一般廃棄物」「し尿」とあ

ります。  

一方、Ｐ13 図 2-4 に「廃棄物処理

（班）」と「災害廃棄物処理（班）」の

呼称を使い分けています。 

例えば「災害廃棄物」に対して、そ

の他一括して「被災生活廃棄物」のよ

うな別物であることを一目瞭然で示す

呼称を設けると行政組織外にも要らぬ

混乱をおこさないと考えます。  

 文書中各箇所で言及する「ごみ（廃

棄物）」の名称の整理ができると、読み

やすくなると考えます。 

 災害廃棄物等の分類については、本計

画の上位計画である川崎市災害廃棄物等

処理計画（川崎市地域防災計画の一部）

にて定めており、神奈川県災害廃棄物処

理計画とも整合を図っております。 

 今後も、市民や事業者の方々へわかり

やすくお伝えできるよう、取組を進めて

まいります。 

Ｄ 
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（２）基本方針等に関すること 

No. 意見の要旨 本市の考え方 区分 

５ 

「川崎市直下の地震」と「慶長型地

震」の２つの想定別に必要とされる人員

数を明示されていないため職員参集が十

分でないとの判断基準がわかりません。

必要人員の数値での表記が必要と考えま

す。 

職員参集については、業務継続計画の

中で検討することとしておりますが、職

員参集の必要人員及び実際の参集につい

ては被災状況により変わることが見込ま

れるため、応援体制や各班の配置人員の

調整を行ってまいります。 

Ｄ 

６ 

p14 表 2-2 について、計画の実行性の

観点から、初動期に必要となる人数が確

保できるよう、庁内の理解が得られるよ

う他部局を含めて確認しておくことが大

事と思います。 

発災時における迅速かつ適切な対応に

ついては、必要人員の確保が重要と考え

ておりますので、引き続き、関係部署等

と情報共有及び調整を行ってまいりま

す。 

Ｂ 

７ 

災害が発生した際、協定等を締結して

いる事業者は協定に基づき災害廃棄物や

生活ごみなどの収集を担うこととなる

が、その際の緊急通行ができるような措

置を行うべきではないか。  

また、ガソリンなどの燃料を優先的に

給油できるなどの措置を行うべきではな

いか。 

災害時に緊急通行等の措置を行うこと

は重要であると認識しておりまして、そ

の対応方法については今後関係者と連携

しながら検討を進めてまいります。な

お、協定締結事業者には、災害廃棄物な

どの収集処理を担っていただくことか

ら、取組を進めるためには事業者の理解

と協力が不可欠と考えており、今後も事

業者と連携を図りながら、災害廃棄物等

の円滑な処理に向けて取組を進めてまい

ります。 

Ｃ 

８ 

ごみ収集を担っている事業者の社員

は、一方で被災者にもなり得るので、発

災時は、通常時よりごみ収集に関する人

員を揃えることが困難になることが想定

される。また臨時に人員を確保すること

も想定されるが、費用も相応に必要とな

る。市では災害時における対応に予算を

確保しておくべきと考える。 

Ｃ 

９ 

計画上では、資源物等収集運搬委託事

業者や民間事業者などの協定事業者へ支

援要請を行うとしているが、実際にどの

ようなことを担うのか明確にしてほし

い。 １次仮保管場所から２次仮保管場

所への運搬、２次仮保管場所から処分場

への運搬、家庭や避難所からのごみ収

集、不法投棄対応など具体的な取組を示

協定締結事業者の具体的な支援要請内

容については、各事業者の対応可能な範

囲などの調整をしながら、協力要請を行

ってまいります。 
Ｃ 
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してほしい。 

10 

災害時には電話が不通になることもあ

るが、協力事業者等とどのように連絡を

とるのか。 

発災時における連絡通信手段について

は、電話やファックスだけでなく、電子

メールなどの活用も検討してまいりま

す。 

Ｄ 

11 

訓練は非常に重要なことです。「定期

的」という表現ではなく、各訓練別に実

施頻度を明記して訓練を実施していく計

画としてください。  

「区総合防災訓練と連携した市民向け

訓練」は、区民祭等で実施していく計画

でしょうか？ 

発災時における迅速かつ適切な対応に

ついては、平時からの研修や訓練が重要

となることから定期的に実施するととも

に、詳細な訓練内容などについては、別

途、調整してまいります。また区総合防

災訓練については、各区ごとに年に複数

回実施しているところでございまして、

こうした訓練の中で取組を実施してまい

ります。 

Ｄ 

12 

p18 表 2-4 について、環境部のみなら

ず他部局との合同訓練を定期的に実施す

るようになっているでしょうか。 

初動対応訓練は全庁的に実施してお

り、今後も発災時における迅速かつ適切

な対応については、関係部局との連携も

重要となることから、引き続き取組を進

めてまいります。 

Ｄ 

13 

研修・訓練の実施については、大変重

要なことと思っています。しかし、市民

の関心はかなり低いと感じますから、地

震直後の対応と同じように、命が助かっ

てからの生活に欠かせない災害ゴミ処理

の事前周知を、いかに広めるかが課題。 

発災時における迅速かつ適切な対応

や、災害廃棄物等の処理には、市民の皆

様の御理解と御協力が大変重要となるこ

とから、事前の広報などに努めるととも

に、市民の皆様と連携した訓練等の実施

に取り組んでまいります。 

Ｃ 

14 

Ｐ18 の図２－４に職員にし尿汲み取

り訓練をするとあります。 しかしなが

ら、災害規模が大きくなるほど仮設トイ

レの汲み取りで長く使えるかは不安があ

ります。 市では、在宅被災者を含め携

帯トイレの増備に転換したと聞きました

ので、仮設トイレが必ずしも主力でない

ことを広報する良い機会と思います。 

 災害時において、被災状況や避難状況

等に応じて携帯トイレと仮設トイレを併

用するなど、トイレの使用に支障が生じ

ないよう、対策を進めてまいります。 

 また、家庭内における携帯トイレの備

蓄についても、関係局区と連携して啓発

に努めてまいります。 

Ｄ 
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（３）災害廃棄物等の処理に関すること 

No. 意見の要旨 本市の考え方 区分 

15 

地震、台風、土砂災害、大雨など

の災害時の発生する地域ごとの災害

ごみの発生状況と処理状況の試算

（推定）の資料を公開してほしい。

災害時の処理方法の伝達についても

同様。 

（同趣旨の御意見としてほか１件）

 地震災害における地域ごとの災害廃

棄物推計発生量については、本計画

p20,21 に記載しております。また、

災害廃棄物の処理については、発災後

に『災害廃棄物処理実行計画』を策定

し、具体的な処理方法やスケジュール

等について公表します。 

Ｄ 

16 

避難所から出るごみに医療、治療

によるごみが出るが平時のごみ分別

区分から分けておいた方が良いと思

う。（感染病を防ぐため） 

避難所から発生する感染性廃棄物に

ついては、環境省の定める災害廃棄物

対策指針に基づき、安全保管のため専

用容器での管理を行い、他のごみと区

分することとしております。 

Ｄ 

17 

災害時、どこまで分別するの？容

器包装プラスチックやミックスペー

パーも分けるの？行政には明確に示

してほしい。 

 分別については、排出時の混乱を避

けるため、災害時においても、原則、

平時と同様の分別区分（８分別９品

目）としており、分別や排出に係る詳

細な内容については、発災後速やかに

広報いたします。 

Ｄ 

18 

普段ださないごみは、特に災害時

どう分別すればよいか、教えてほし

い。 

壊れた家具・家電等の普段出されな

い、片付けごみについては、一次仮保

管場所に排出いただくこととしてお

り、分別や排出に係る詳細な内容につ

いては、発災後速やかに広報いたしま

す。 

Ｄ 

19 

片付けごみを公園まで運ぶことは

難しいです。時間が経ってからでも

いいので粗大ごみのように家まで収

集に来てくれないでしょうか。 

 片付けごみについては、公衆衛生の

観点から、普通ごみとの混在を避ける

ため、一次仮保管場所に排出いただく

ことを基本としております。 

なお、大規模災害時には、災害発生時

の様々な対策を行政のみで行うことは

困難であり、市民や地域と連携して取

り組む必要があることから、市民や事

業者の理解と協力が不可欠となりま

す。また、被災家屋の片付け等では地

域、自主防災組織、ボランティア等に

Ｄ 

20 

一次仮保管場所への持ち込みは市

民自らとあるが、高齢者世帯や自ら

持ち込みが困難な世帯への対応はど

うなるのか？道路状況、運搬の困難

さ、被災者の体力などいろいろな要

素があるが、最後はボランティア頼

みなのか、はっきりしない。 

Ｄ 
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よる連携が重要となりますので、個

人・地域・行政による自助・共助・公

助が一体となり、災害廃棄物等の円滑

な処理に向けた取組を推進してまいり

ます。 

21 

一次仮保管場所はどの程度の地域

（範囲）ごとに設置するのか？事前

に設置場所は知らされているのか？ 

排出場所や排出開始時期の詳細は

速やかに広報とあるが、その方法等

は、災害の前に市民に周知してほし

い。 

 災害廃棄物の処理のためには、被災

状況や災害時の他の利用用途の状況を

踏まえて仮保管場所を確保する必要が

あり、一次仮保管場所については、住

宅周辺の生活場所に近い街区公園等を

候補地といたします。 

 また、本計画を周知するとともに、

排出場所や排出開始時期等についても

広報を行ってまいります。 

Ｄ 

22 

普通ごみを腐敗性のものとそうで

ないものに分けて、最初の回収日に

は腐敗性廃棄物のみとする。 

分別項目を最初から 1項目追加す

ることを検討ください。 

 分別については、排出時の混乱を避

けるため、災害時においても、原則、

平時と同様の分別区分（８分別９品

目）とし、速やかに収集体制を確保し

てまいります。 

Ｄ 

23 

マイクロプラスチックが海に漂い

地球危機の問題となっているが、災

害時にプラスチックごみが河川や海

に流れ出さないように警戒パトロー

ルが重要であることを喚起する必要

がある。 

プラスチックごみ問題は重要である

と認識しており、災害時においてもプ

ラスチックごみを含めた廃棄物の適正

処理に向けて、取組を進めてまいりま

す。 

Ｄ 

24 

自助・共助により対応するとある

が、ごみ関連で近隣の市民が片付け

困難な状況にあることをいかに情報

収集し対応措置をとっていくのか、

そうした立場にある人が被災した場

合など、地域防災の中に位置づけら

れているのかなどが明確に示されて

いないように感じる。共助の区域に

ついては、ごみの場合はどのような

地域区分がなされているのか、平常

時から知っておくことが大事だ。ま

た、地域防災計画との連携は重要で

ある。 

 本計画は、地域防災計画において基

本理念として定められている、自助・

共助・公助の考え方に基づいて策定さ

れており、大規模災害時には、災害発

生時の様々な対策を行政のみで行うこ

とは困難であるため、市民や地域と連

携して取り組む必要があることから、

市民や事業者の理解と協力が不可欠と

なります。また、被災家屋の片付け等

では地域、自主防災組織、ボランティ

ア等による連携や日頃からのコミュニ

ケーションが重要となりますので、個

人・地域・行政が一体となり、災害廃

Ｄ 

9
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25 
普段からの住民のコミュニケーシ

ョンが大切。 

棄物等の円滑な処理に向けた取組みを

推進してまいります。 
Ｄ 

26 
家族内でも、ごみ処理についても

話し合っておくと混乱が少ない。 
Ｄ 

27 

ｐ26 図 3-3 は良い事例なのか悪い

事例なのかといった意味がわかりに

くいと思います。25 頁の文章の後に

下記のように加えてはどうでしょう

か。 

→p25（3）公衆衛生の悪化を招くた

め（図 3-3 左参照） 

→p25（3）一次保管場所を排出場所

とする（図 3-3 右参照）。 

いただいた御意見を踏まえ、本文と

図の関連性をわかりやすく示すため、

ｐ２５（３）本文に説明を追加しまし

た。 

Ａ 

28 

片付けごみと普通ごみが混雑した

ような、一概に区別がしにくい状態

も多々あるように想像するが、そう

した場合はどちらに出すのか適当

か、市民の疑問に答えられるような

具体的な分別の広報を事前にしてほ

しい。 

また、非常事態時には、速やかな

広報がすぐに市民に届くとは限らな

いことから、平常時から市民が疑問

を持たずにすむように周知しておく

ことが必要だ。 

 平時（災害発生前）からの広報とし

ましては、ホームページやリーフレッ

ト等を活用した広報を実施するほか、

出前講座等を通じて市民の皆様に広く

お知らせするなど効果的な広報を行っ

てまいります。 
Ｃ 

29 

ホームページやリーフレットのよ

うな一方通行の広報だけではわかり

にくいため、説明会等を行う必要が

あると思います。また、市民の疑問

や関心事項を把握した上で、広報資

料を作成することが必要と思いま

す。 

Ｃ 

30 

川崎市は転入者、一人暮らしの若

い世代も多いため、市のゴミ分別内

容をよく理解してもらうため年１回

の周知活動をお願いします。 

Ｃ 

31 一番大事なのは平常時の広報であ Ｃ 

10
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るが、災害時には平常時に広報して

いるのとは異なる状況が多々発生す

ることから、丁寧、かつ詳細な広報

が必要である。2017 年９月に災害ご

みについてワークショップを行った

ときには、「平常時の周知に力を入れ

てほしい」「冊子にして見やすく保存

できるものにしてほしい」「トイレ関

係のごみの情報などの知識の周知も

ほしい」などの意見も多数あった。 

避難所の運営に携わるとともに、

避難所だけでなく町内会自治会など

地域の災害対応を率先して行う地域

防災組織や地域災害本部となる組織

への周知の徹底が重要だ。人命救

助、および災害後に必ず待ち受けて

いるごみ対応を事前に知っておくこ

とでスムーズな収集へとつながるこ

とと思う。 

32 

「備える、かわさき」という広報

紙があるが、そこには避難のしかた

など災害時の対応などが記載されて

いるが、あまり市民に伝わっていな

い。こういった広報をしっかり市民

に届けるとともに、今回の計画やご

みへの対応について知らせていくこ

とが必要。 

Ｃ 

33 

現在は、災害時のごみの分別につ

いての情報が市民には示されていな

い。現在作成しているとのことだ

が、早急に対処が必要。 

Ｃ 

34 

災害時の分別の仕方をさまざまな

媒体で告知しておくことが大事。家

庭、避難所の区別があれば、明確

に。 

Ｃ 

35 

災害廃棄物等処理についての一般

市民の関心度は極めて低く、私の周

りでも、気に掛ける人はあまりいな

Ｃ 

11
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いのが現状です。災害時に対して普

段の備え等については、３・１１以

降関心度は高く、マンションの管理

組合でも課題に上がります。 

しかし、災害直後から生活してい

くために必要不可欠なゴミ処理につ

いては、身近な問題として捉えにく

い現状があります。災害前対策と同

じ必要な重さであることを認知でき

るような広報等、何かないかと悩み

ます。 

36 

災害時の廃棄物を減らすこと、事

前に市民として行動できる事、行政

として指導できる事の啓発と発信の

必要がある。 

Ｃ 

37 

災害時に冷静な行動がとれるよう

に、行政は告知の徹底、住民はシミ

ュレーションしておくことも重要。 

Ｃ 

38 

災害ごみの専門家をお招きした講

演、講習会、教育等の 各地域（自治

会等）で行政レベルでの率先した推

進活動の実施をご提案します。 

（同趣旨の御意見としてほか１件）

Ｃ 

39 

 広報には必ず日付を入れるように

してほしい。災害時には、市民に平

等に最新情報が行きわたることは難

しいので、最新の情報がどれなのか

判断に迷うことの無いように日付な

どをいれ、周知することが大切だ。 

 発災後の広報については、最新の情

報を的確に市民に提供することが重要

であることから、広報物には、必要に

応じて日付や時刻等を記載しながら、

周知を図ってまいりたいと考えており

ます。 

Ｃ 

40 

災害時公共通信媒体が使えないこ

とを考え、電車の駅を周知徹底の拠

点として使ってはどうか。 

 災害時においては、廃棄物処理等に

関する情報を周知するため、ホームペ

ージ、チラシ、ＳＮＳ等の様々な手段

を活用した広報を行ってまいります。 

Ｄ 

41 

p28 図 3-4 左について、市民がこれ

を見ると戸惑います。実際はどのよ

うな使い方だったか存じませんが、

「停電時の対応」であるような説明

書きがあった方がいいと思います。 

いただいた御意見を踏まえ、図３－

４はタイトルを修正し、参考資料とし

て掲載することとしました。これに伴

い、図３－５から１６までの図番号を

繰り上げました。 

Ａ 

12
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42 

災害対策本部や住民組織への災害

ごみ関連情報の通知が大切。 

 災害時において、災害対策本部や関

係局区、避難所等への適切な情報伝達

が重要であると認識しており、様々な

媒体を用いて伝達いたします。 

Ｂ 

43 

災害発生時のトイレの設置や家庭

でできる範囲での自衛策の広報が必

要と考える。 

 災害用トイレの設置、維持管理等に

ついては、避難所ごとに構成される避

難所運営会議を中心に行っていただく

ことを想定しております。また、災害

時におけるトイレ対策などの資料集を

ホームページに掲載するなど、周知を

図っており、家庭での携帯トイレの備

蓄についても、啓発してまいります。 

Ｄ 

44 

p29 表 3-2 について、市民は家電 4

品目等をどうしたらいいかわかりや

すいように、また、他自治体等から

収集支援に入る人にもわかりやすい

ように、市が処理できないものにつ

いて、表の下に「※第 8節に記載し

ている」といったことを注記しては

どうかと思います。 

 いただいた御意見を踏まえ、災害時

の家電リサイクル法対象品の取扱いに

ついて示すため、ｐ２９表３－２下部

に説明文を追加しました。 
Ａ 

45 

災害時には、普段使っているパッ

カー車では対応できない場合があ

り、用途ごとに違う車両が必要。 

 パッカー車を含む市有車両で対応で

きない場合については、他都市、民間

事業者等と連携を図りながら対応して

まいります。 

Ｄ 

46 

P30 図 3－5 は、水害の事例のた

め、地震の事例を掲載した方が適切

と思います。 

いただいた御意見を踏まえ、過去の

事例として地震被害による発災当初の

ごみ収集の様子を示すため、図の修正

を行いました。 

Ａ 

47 

計画案ではしばらくは燃えるごみ

の収集だとなっています。どのくら

いで資源物の収集も再開できるので

しょうか。特にプラスチックは燃え

るごみより多く出ると思います。 

 災害時は、公衆衛生の観点から、腐

敗しやすい廃棄物を優先的に収集する

ことが重要であることから、資源物の

収集は一時的に中止する場合がありま

すが、収集体制を確保し、復旧復興状

況に応じて、早期に収集再開できるよ

う努めてまいります。 

Ｄ 

48 

携帯トイレはどのように分別し、

どのように運搬するか、別途具体的

なマニュアルが必要と思います。 

 携帯トイレについては、公衆衛生の

観点から優先的に収集し、焼却処分す

ることとしております。携帯トイレの

Ｂ 

13
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分別や収集運搬等の内容については、

今後検討し、別途作成するマニュアル

等で定めてまいります。 

49 

し尿の収集が２日目からと計画さ

れていますがそれまではどうしたら

いいのか。携帯トイレはどこで販売

しているのか。 

 川崎市で備蓄している災害用トイレ

（組立式トイレ）が２日程度使用可能

な便槽容量を有していることから、し

尿については、原則として発災後２日

目からの収集としています。また、携

帯トイレについては、アウトドア用品

店、自動車用品店、ホームセンター等

で販売されています。 

Ｄ 

50 

処理施設が全損してしまった最悪

の場合までのシミュレーションが必

要と考えます。 

 災害時の廃棄物処理については、各

施設の稼働状況を基に処理可能量を試

算し、処理能力に不足が見込まれる場

合には、仮設処理施設の設置検討をは

じめ、他都市及び民間事業者等に支援

を要請いたします。害時の廃棄物処理

については、各施設の稼働状況を基に

処理可能量を試算し、処理能力に不足

が見込まれる場合には、仮設処理施設

の設置検討をはじめ、他都市及び民間

事業者等に支援を要請することとして

おります。 

Ｂ 

51 

p43 図 3-10 は、平時の分別通りの

分別ができていない写真が示されて

いて不適切と思います（土砂、木く

ず、コンクリートがら、金属が混在

している）。仮保管場所では分別する

必要はないでしょうか。看板等は設

置しないのでしょうか。誰も管理す

る人はいないということでしょう

か。市民には仮保管場所のイメージ

がわからないと思います。適切なイ

メージができるような写真が p25

（3）排出場所の項目にもあった方が

いいと思います。 

いただいた御意見を踏まえ、仮保管

場所における分別の様子がよりわかり

やすくなるよう、図の修正を行いまし

た。 

Ａ 

52 
現時点で対象となる二次仮保管場

所の候補地を具体的に列挙してくだ

被災状況により異なることから、現

時点で候補地を具体的に示すことは難
Ｄ 

14
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さい。川崎市は都市化進んでいるた

め、避難所、仮設住宅との兼ね合い

が重要になると考えます。 

（同趣旨の御意見としてほか２件）

しいと考えていますが、二次仮保管場

所については、1ha 以上の大規模公園

等を候補地としています。公園等の公

有地については、一時避難場所や応急

仮設住宅の建設用地等の利用も想定さ

れることから、被災状況等を踏まえ、

発災後に候補地の中から仮保管場所用

地を選定し、迅速に広報してまいりま

す。 

53 

川崎市内には、「区分所有建物（マ

ンション等）」が多くあります。区分

所有建物の所有者は一つの建物で 多

数存在するため、区分所有建物が全

壊、半壊した場合の手続きについ

て、具体的に明記しておく必要があ

ると考えます。 

被災した区分所有建築物の再生を円

滑に進めるためには、区分所有者間の

話し合いにより適切な合意形成が図ら

れることが重要となると認識してお

り、今後、関係局区と連携して対応し

てまいります。 

Ｃ 

54 

企業、保育園、病院等からでる事

業系一般廃棄物として処理している

ごみは、災害時には家庭系の一般廃

棄物といっしょにして処理するの

か？ 

通常の事業活動の継続に伴って発生

する廃棄物については、平時と同様に

事業系一般廃棄物として事業者自らの

責任において処理することとしており

ます。 

Ｄ 

55 

衛生面の配慮は重要である。生物

や自然物によるハエやネズミなどの

発生による感染症などの防止や対策

などの広報が必要と考える。 

（同趣旨の御意見としてほか１件）

公衆衛生の悪化を招く恐れのあるご

みを優先して収集するとともに、関係

局区と連携して対応してまいります。 Ｂ 

56 

防塵マスク等の配慮も必要。（ごみ

処理時のアスベスト対策） 

計画第３章第１０節環境対策（ｐ５

２）で定めているとおり、石綿含有廃

棄物の処理にあたっては、「川崎市災害

時における石綿飛散防止に係る取扱マ

ニュアル」等に基づき、対応してまい

ります。 

Ｄ 

15
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（４）その他 

No. 意見の要旨 本市の考え方 区分 

57 

あって欲しくない災害ですが、川崎市

において実施計画が具体的にわかりやす

く策定されたことを高く評価いたしま

す。 

災害時には、通常の生活ごみに加え

て、「災害廃棄物等」が加わり、災害の

大きさによっては「命が優先され、ごみ

どころではない」という中、緊急時を過

ぎれば廃棄物処理は重要です。そういう

状況下での、この実施計画はよく書けて

いておおむね賛成です。 

生活ごみの分別では、避難所でも通常

の慣れた川崎方式の分別をすすめること

が記載されていて、非常に良いと感じま

した。 

処理センターの焼却が始まるまで、避

難所にダンボールコンポストを置けば、

なんとか環境を悪化させずにしのげるの

ではないでしょうか。 

（同趣旨の御意見としてほか２件） 

災害時の分別については、排出方法の

混乱を避けるために災害時においても平

時と同様の分別区分（８分別９品目）を

原則とさせていただいています。 

災害時の生ごみの処理については、速

やかに収集・処理体制を構築することで

対応してまいります。 

Ｄ 

58 
集積所の管理は住民の手で行っている

のか？ 

集積所の管理は地域住民の方々に行っ

ていただいております。 
Ｅ 

59 

災害時の準備として、ごみ処理関係の

物品も想定しておく。ごみ袋は、様々な

用途があるので多めに準備しておくとよ

い。 

災害への備えとして、防災用品を備蓄

することは重要と認識しております。 

家庭における備蓄については、啓発冊

子「備える。かわさき」の窓口配布等を

行っているところです。今後も、様々な

機会や媒体を通して、広報を実施してま

いります。 

Ｄ 

60 

退蔵ごみ対策については、災害ごみを

減らすこととして大変有効であることか

ら、平時に強く意識してもらい、災害に

関連付けて常に心掛けるように呼び掛け

をしっかり行ってほしい。 

（同趣旨の御意見としてほか１件）

 災害時に備えて、家庭内で不用となり、

保管されているごみを平時から極力減ら

しておくことは重要であると考えており

ますので、効果的な広報の手法や内容等

について検討してまいります。 

Ｃ 

16
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61 

家の中の不要なものは整理し、捨てて

おき、シンプルにしておいた方が良い。 Ｃ 

62 

災害のごみの復興処理費は、国が負担

しているということが伝わっていないか

もしれない。  

災害ごみの処理費用は、その地域だけ

で負担するのではなく、被災地以外でも

広く負担しているはず。しかし、ほとん

どの人は負担している意識がない。コス

ト面を意識してもらえば、もっと災害ご

みに関心を持ってもらえるのでは。 

多額の費用を要する災害廃棄物の処理

については、費用を縮減するため、市民

の方々にごみの分別を適切に行っていた

だくことが重要と考えており、市民の皆

様に広くお知らせできるよう効果的な広

報を行ってまいります。 

Ｄ 

63 

産廃業者に対する指導はどうしている

か？ 

様々な関係団体と災害時の応援協定を

締結しており、発災時には協定に基づき

応援を受ける体制となっております。災

害時の円滑な連携を図るため、関係団体

等と意見交換を行っております。 

Ｄ 

64 

余って「ごみ」となる支援品はどんな

ものが多いのか？  

いただいた御意見については、今回の

意見募集の趣旨・範囲とは異なりますが、

被災地で課題となった例としては、賞味

期限の短い食品や、状態の悪い古着等に

ついては、避難所等で十分に活用するこ

とが出来なかったケースがあると伺って

おります。 

Ｅ 

65 

食べ物や水などのローリングストック

の勧めや最新情報の広報が必要と考え

る。 

いただいた御意見については、今回の

意見募集の趣旨・範囲とは異なりますが、

家庭における備蓄については、啓発冊子

「備える。かわさき」の窓口配布等を行

っております。今後も、様々な機会や媒

体を通して、広報を実施してまいります。

Ｅ 

66 

自宅避難と避難所での避難の違い、各

地域での避難所の設置場所の広報及び上

記を知らしめるためのパンフレットと広

報活動の必要がある。 

（同趣旨の御意見としてほか１件）

いただいた御意見については、今回の

意見募集の趣旨・範囲とは異なりますが、

適切な避難行動や指定避難所について

は、啓発冊子「備える。かわさき」や「防

災マップ」に掲載しており、今後も、様々

な機会や媒体を通して、広報を実施して

まいります。 

Ｅ 

17
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67 

実際に支援活動を行って、現地の状況

を市民に広く知ってもらい、対策と市民

の自覚を高めるための広報活動が必要と

考える。 

本市の被災地支援については、近年に

おいては、熊本地震に伴う各種の支援や、

西日本豪雨災害における各種の支援を行

っており、支援活動を市民に広く知って

いただくため、職員が地域に出向いて行

う「ぼうさい出前講座」や、市ホームペ

ージへの掲載等により周知を行っていま

す。今後も、様々な機会や媒体を通して、

広報を実施してまいります。 

Ｅ 

68 

P62 の表の線が切れている。 御指摘を踏まえてｐ６２の表を修正し

ました。 Ｅ 
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1

はじめに 

平成７年１月の阪神・淡路大震災以後、災害廃棄物処理の重要性が再認識され、本市においても平

成１０年１０月に「川崎市災害廃棄物等処理計画」が策定された。「川崎市災害廃棄物等処理計画」は

「川崎市地域防災計画」に内包されており、大規模地震等に伴い発生が見込まれる災害廃棄物をはじ

めとする廃棄物処理について基本理念等を取りまとめたものである。

 今回、災害廃棄物等の処理に係る具体的な考え方や対応方法等について、「川崎市災害廃棄物等処

理計画」の下位計画として「川崎市災害廃棄物等処理実施計画（以下「本計画」という。）」を位置

付け、国の定める「災害廃棄物対策指針」等を踏まえるとともに、「川崎市地域防災計画」に基づく

地震等の大規模災害時において、公衆衛生の維持や安全性の確保を図りながら、円滑かつ適正に災

害廃棄物等を処理することを目的として、策定するものである。
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第１章 総則
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第１章 総則

4

第１節 計画の位置付け

本計画は、「川崎市地域防災計画」に基づき、「災害廃棄物対策指針」や「神奈川県災害廃棄物処

理計画」等との整合を図りつつ、地震等の大規模災害時において災害廃棄物等の円滑かつ適正な処

理を行うことを目的として策定するものである。過去の震災事例における災害廃棄物等の処理に関

する多くの教訓を踏まえ、災害に対する事前の体制整備をはじめ、発災後の災害廃棄物等の処理の

考え方や初動期、応急期や復旧・復興期の時期区分における対応策を取りまとめるものとする。

本計画は、「川崎市地域防災計画」に内包されている「川崎市災害廃棄物等処理計画」の下位計画

として位置付けられるものであり、災害廃棄物対策という観点から、本市の災害対策全般にわたる

基本計画である「川崎市地域防災計画」と本市の一般廃棄物処理に係る基本計画である「川崎市一

般廃棄物処理基本計画」と連動して、災害廃棄物の円滑かつ適正な処理の主要な役割を果たすもの

である。

図１－１ 災害廃棄物処理に係る計画の位置付け（環境省災害廃棄物対策指針を基に作成）
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第１章 総則

5

第２節 対象とする災害

１ 対象とする災害 

 本計画において対象とする地震災害について、本市が、これまで昭和 63年、平成 9年、平成 22

年及び平成 25年に行ってきた地震被害想定調査を基に、平成 23年に発生した東日本大震災の教訓

を踏まえ、本市に最大被害をもたらす地震として、「川崎市直下の地震」を、また津波被害について

は本市で最大の浸水域・浸水深となる「慶長型地震」を想定地震とする。また、比較的発生頻度の

高い、小中規模の被害が発生する地震災害については、本計画を基本とし迅速かつ柔軟に対応する

ものとする。 

 なお、風水害等により発生した災害廃棄物の処理は、必要に応じて本計画を準用するものとす

る。

図１－２ 災害廃棄物対策における災害の規模と適用する措置の考え方（環境省ＨＰ） 

表１－１ 想定地震

川崎市直下の地震 

（Ｍ７．３） 

川崎市の直下を震源とする地震であり、本市に最大被害をもたらす地震と

して本計画における想定地震としている。

慶長型地震 

（Ｍ８．５） 

1605 年（慶長 9年）に発生し、広範囲な太平洋岸に津波が押し寄せた地震

で、揺れは大きくないものの津波被害が最も大きい地震。 

※Ｍ：マグニチュード 
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第１章 総則

6

２ 想定する災害と被害想定 

(1) 川崎市直下の地震 ※1                          （棟） 

川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 全市 

全壊 8,403 4,899 7,487 6,386 3,252 1,992 1,442 33,862

半壊 11,707 6,445 9,417 8,901 7,667 6,778 5,786 56,700

床上浸水 0 0 0 0 0 0 0 0 

床下浸水 2 0 0 0 0 0 0 2 

焼失 

※2 

木造 1,727 866 1,397 759 843 984 1,057 7,632 

非木造 1,289 408 798 344 301 389 298 3,827 

合計 23,127 12,618 19,099 16,389 12,062 10,143 8,583 102,022

※1 被害棟数は、川崎市地震被害想定調査報告書の平成 22年と平成 25年の被害想定調査

を比較して区別・被害別に被害件数が多いものを使用（合計は四捨五入等端数計算処理

の関係で合わない場合あり）

※2 焼失については、冬 18時の数値を使用。平成 25年調査の全建物棟数と上記の焼失以

外の被害棟数の比から、焼失以外の被害と重複している棟数分について推定して算出し、

平成 26 年作成環境省災害廃棄物対策指針の考え方により、焼失以外の被害の区分にて

算出（調査報告の焼失棟数×１－焼失以外の被害棟数／全建物棟数）。また、木造・非木

造の内訳は地震被害想定調査では数値が示されていないため、平成 25 年調査の全建物

棟数の木造・非木造の比から算出

(2) 慶長型地震 ※3                            （棟） 

  川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 全市 

全壊 8 0 0 0 0 0 0 8 

半壊 

（床上浸水） 
10,025 0 0 0 0 0 0 10,025 

（床下）浸水 4,606 11 0 0 0 0 0 4,617 

※3 平成 25年川崎市地震被害想定調査報告書より。当調査報告書では半壊と床上浸水を区

分せずに半壊として計上
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第１章 総則

7

第３節 災害時に発生する廃棄物

 災害廃棄物とは、市民が自宅内にある被災したものを片付ける際に排出される片付けごみ、倒壊

家屋の解体等に伴い排出される廃棄物等がある。

災害時には、通常の生活ごみに加えて、災害廃棄物を処理する必要があり、本計画では、これら

を総称して「災害廃棄物等」とする。災害廃棄物等の分類は次のとおりである。

表１－２ 災害廃棄物等の分類 

種類 内容

災害により発

生する廃棄物
（災害廃棄物）

可燃物 繊維類、紙、木くず、プラスチック類等が混在した廃棄物

不燃物 廃タイヤ類、分別できない細かなコンクリートや木くず、プ

ラスチック、ガラス、土砂などが混在し概ね不燃性の廃棄物

コンクリートがら コンクリート片やコンクリートブロック、アスファルトくず

など

金属くず 鉄骨や鉄筋、アルミ材など

木くず 柱・梁・壁材、水害又は津波などによる流木など

腐敗性廃棄物 畳や冷蔵庫等から排出される水産物、食品、水産加工品や飼

肥料工場等から発生する原料及び製品など

廃家電 テレビ、洗濯機、エアコン、パソコン等の家電類で、災害によ

り被害を受けて使用できなくなったもの

廃自動車等 使用できなくなった自動車、自動二輪車、原付自転車

廃船舶 使用できなくなった船舶

有害廃棄物 アスベストを含む廃棄物、ＰＣＢ、感染性廃棄物、フロン類・

ＣＣＡ処理木材・テトラクロロエチレン等の有害物質、医薬

品類、農薬類の有害廃棄物

その他処理困難物 消火器、ボンベ類等の危険物やピアノ、マットレス等の自治

体の施設では処理が困難なもの（レントゲンや非破壊検査用

の放射線源を含む）、漁網、石膏ボード、太陽光パネルなど

津波堆積物 海底の土砂やヘドロが津波により陸上に打ち上げられ堆積し

たものや陸上に存在していた農地土壌等が津波に巻き込まれ

たもの

被災者や避難

者の生活に伴

い発生する廃

棄物

ごみ 普通ごみ（携帯トイレを含む）、粗大ごみ、資源物及び事業系

一般廃棄物

避難所から発生するごみ

し尿 仮設トイレからの汲み取りし尿及び処理に緊急を要するし尿

等
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第２章 基本方針等

10

第１節 基本方針

図２－１ 処理の基本方針

第２節 災害時の対応における重要な視点

１ 自助・共助・公助の考え方 

  大規模災害時には、災害発生時の様々な対策を国、県、市、防災関係機関等の行政のみで行うこ

とは困難であり、市民や地域と連携して取り組まなければならない。特にごみの収集体制が平時と

は一部異なる場合があるため、市民や事業者の理解と協力が不可欠となる。また、被災家屋の片付

け等では地域、自主防災組織、ボランティア等による連携が重要となる。このように個人・地域・

行政による自助・共助・公助が一体となり、災害廃棄物等の円滑な処理に向けて取組みを推進する。

２ リサイクルの推進 

災害廃棄物をリサイクルし復興に活用することは、焼却量の低減や最終処分場の延命化に繋がる

だけでなく、処理期間の短縮や処理費用を縮減することができる。災害廃棄物の資源化率を高める

ためには、初期段階からの分別作業により混合状態を防ぐことが重要である。なお、本市域内のみ

で多種多様な再使用・再資源化の処理を行うことは困難であることから、他自治体等との連携を図

り、広域的な処理体制の構築に努める。

 １ 計画的な処理

   被災状況を踏まえ、計画的な処理体制を構築し、災害廃棄物等の処理を推進する。 

 ２ 生活環境の保全

   災害廃棄物等の処理にあたっては、周辺環境に配慮し、公衆衛生の悪化を防止する。 

 ３ 再使用・再資源化の徹底

災害に伴い発生するがれき等の処理にあたっては、最終処分量を低減させるため

に、倒壊家屋解体現場における事前の荒選別、仮保管場所での分別など様々な手法を

用いて再使用・再資源化に努める。 

 ４ 適切な情報発信 

市民・事業者の混乱を招かないよう、平時（発災前）、発災後において災害廃棄物等

の処理に関する情報を適切に発信する。 

 ５ 適正な保管・管理 

災害廃棄物等の円滑な処理のため、仮保管場所を設置し、処理を行うまでの間、適

正に保管・管理を行う。 

処理の基本方針 
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３ 本市の特徴を踏まえた処理方法 

  本市の特徴として、高度に土地利用が進んでいる都市部が多く、大規模災害時には災害廃棄物の

仮保管場所の適地が少ないことが見込まれる。また、本市には臨海部を中心に多くの廃棄物処理業

者及び廃棄物処理施設が立地している。こうした本市の特徴を踏まえ、災害廃棄物を迅速かつ効率

的に処理するため、特に発生量の多くを占める倒壊家屋等の解体・撤去による廃棄物については、

可能な限り仮保管場所を経由せず処理施設（市処理施設または民間廃棄物処理施設、他自治体等）

に直接搬入して、災害廃棄物を処理することで、早期の復旧・復興に努める。

第３節 時期区分における対応

 災害廃棄物対策においては、時間の流れに応じて優先すべき事項等が推移することから、次の段階

に区分して検討を行う。

表２－１ 時期区分の目安

時期区分 特徴 時間の目安

初動期
人命救助が優先される時期

（体制整備、被害状況の確認、必要資材の確保等を行う期間）
発災後３日以内

応急期

避難所生活が本格化する時期

（主に優先的な処理が必要な災害廃棄物等を処理する期間）

（災害廃棄物の本格的な処理に向けて準備する期間）

発災後３日～１か月

以内

復旧・復興期

避難所生活が終了する時期

（通常の収集体制に移行し、倒壊家屋等の解体・撤去による

廃棄物を本格的に処理する期間）

発災後１か月以降
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第４節 災害廃棄物等処理実行計画の策定

大規模災害発生時には、速やかに被害状況や災害廃棄物の発生状況を把握するとともに、処理方法

やスケジュール等について検討し、本計画を基に災害廃棄物等処理実行計画を策定する。策定した実

行計画に基づいて災害廃棄物の処理を行い、被害状況や災害廃棄物の発生量の変化、処理の進捗に応

じて実行計画の見直しを随時行う。

・川崎市災害廃棄物等処理計画
・川崎市災害廃棄物等処理実施計画

・川崎市災害廃棄物処理実行計画

＜実行計画において示す具体的な事項＞
・発生量
・処理体制
・処理方法、処理フロー
・処理スケジュール等

災害廃棄物処理の進捗状況の記録・管理

図２－２ 災害廃棄物等処理計画、処理実施計画及び実行計画の位置付け

第５節 処理期間

本計画で対象とする災害廃棄物の処理期間は、阪神・淡路大震災、東日本大震災や熊本地震等の過

去の震災事例の実績等に基づき、３年間を基本とする。ただし、処理期間は災害廃棄物発生量や被害

状況等を踏まえて個別の事例ごとに設定するため、発災後に策定する災害廃棄物等処理実行計画にお

いて定める。

発災

見
直
し

経
験
等
を
踏
ま
え
た
見
直
し

32



第２章 基本方針等

13

第６節 組織体制と時期区分における業務

大規模災害時には、環境部は川崎市災害対策本部及び関係部と連携して対応を行う。環境部の統括

は環境部長が行い、環境部の中に次の班を設置する。災害廃棄物等の処理は大規模災害に伴い発生す

る業務であるため、人員の補充や支援を得て臨時の体制を組織する。

また、被災状況により職員参集が十分でない班が出た場合には、各班の配置人員の調整を行う。

図２－４ 災害廃棄物等対策組織図

33



第２章 基本方針等

14

表２－２ 各班の業務内容

班 担当 業務内容 

総

務

班

総務担当 

（担当）庶務課

      廃棄物政策担当

      減量推進課

      大気環境課

① 職員の参集状況の確認と人員配置 

② 災害対策本部との連絡 

③ 災害廃棄物等対策の全体進行管理と調整 

④ ごみ・し尿処理施設の被災状況の把握と報告 

⑤ 住民・事業者への広報と相談の受付 

⑥ 県及び他市町村との連絡 

⑦ 支援の要請 

⑧ 国庫補助に関する事務体制の準備と実施 

廃

棄

物

収

集

班

ごみ・し尿等収集計画担当 

（担当）収集計画課

① ごみ収集計画の更新 

② 災害用トイレ設置計画の更新 

③ し尿等収集計画の更新 

各区本部生活環境事業所隊 

（担当）生活環境事業所

① 職員の参集状況の確認と人員配置 

② 災害用トイレの設置及び運搬 

③ 収集車両の整備及び燃料の確保 

④ ごみ・し尿等の収集 

廃

棄

物

処

理

班

ごみ・し尿等処理計画担当 

（担当）処理計画課

① ごみ処理計画の更新 

② し尿等処理計画の更新 

ごみ・し尿等処理業務担当 

（担当）処理センター

     クリーンセンター

① 職員の参集状況の確認と人員配置 

② 処理施設の整備 

③ ごみ・し尿等の処理 

施設修繕担当 

 （担当）施設整備課

     施設建設課

① 職員の参集状況の確認と人員配置 

② 被災施設の把握と報告 

③ 施設の修繕 

災

害

廃

棄

物

処

理

班

災害廃棄物処理計画担当 

 （担当）廃棄物政策担当

     廃棄物指導課

① 災害廃棄物発生量の推計 

② 災害廃棄物処理実行計画の策定 

倒壊家屋撤去事務担当 

 （担当）施設整備課

     庶務課

① 倒壊家屋の解体撤去に関する申請受付 

② 建物確認・調査 

③ 業者への発注・作業管理 

④ 支払い等の経理 

仮保管場所担当 

 （担当）処理計画課

     収集計画課

① 仮保管場所の開設準備 

② 仮保管場所の運用 

災害廃棄物処理担当 

 （担当）処理計画課

     廃棄物政策担当

     廃棄物指導課

① 災害廃棄物の市処理施設（中間処理施設）での処理 

② 災害廃棄物の民間事業者への処理委託の調整 

③ 災害廃棄物の有効利用先の検討 

④ 再使用・再資源化、中間処理、最終処分の進捗状況の

把握と報告 
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に
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応

直後 ３日 １週間 ２週間 １か月 ３か月 ６か月以降

総務班 総務担当 ・職員の参集状況と人員配置

・災害対策本部、他都市等との連絡

・情報収集

・市民、事業者への広報等

廃棄物収集班 ごみ・し尿等収集計画担当 ・ごみ、し尿等収集計画の更新

・ごみ/し尿等の収集

生活環境事業所隊 ・収集車両、作業員参集確認

・燃料の確保

・災害トイレの設置＆運搬

廃棄物処理班 ごみ・し尿等処理計画担当 ・ごみ、し尿等処理計画の更新

ごみ・し尿等処理業務担当 ・ごみ、し尿等処理業務

・職員の参集確認＆人員配置

施設修繕担当 ・被災施設の把握＆修繕

災害廃棄物
災害廃棄物処理計画担当 ・災害廃棄物発生量の推計

処理班
・災害廃棄物処理実行計画の作成

倒壊家屋解体撤去事務担当 ・申請受付、調査、発注、支払

仮保管場所担当
・一次仮保管場所

・二次仮保管場所

・仮設焼却施設の設置検討

災害廃棄物処理担当 ・災害廃棄物の市処理施設での処理

・災害廃棄物の民間への処理委託

・再資源化、最終処分等の進捗把握

災害発生経過日数

初動期 応急期 復旧・復興期

随時 見直し

随時 対応

随時 見直し

○状況確認

・職員参集

・災害廃棄物の発生状況把握

○収集再開

・普通ごみ

・し尿（汲取り）

※し尿のくみ取りは２日目から予定

撤去（随時）☆

○状況確認

・収集車両

・作業員参集

・燃料

・道路状況

※状況により臨時収集

○災害廃棄物処理実行計画 策定

○収集再開（本格的）

※通常の収集体制に移行

○災害トイレの設置

○状況確認

・職員参集

・施設被災状況

○仮保管場所 開設準備・運用
※一次仮保管場所

※二次仮保管場所

○仮設焼却炉 設置検討
※状況に応じて

○状況確認

・職員参集

○状況確認

・職員参集

○状況確認

・職員参集

○仮設焼却炉の必要性検討

※施設等の被害状況

○申請受付準備

・り災証明発行の状況確認含む

随時 見直し
○災害廃棄物発生量の推計

※災害対策本部からの情報

委託実施（状況に応じて）○処理委託の手続き

○処理委託の状況確認（随時）

※再資源化率や搬入処理量の把握

随時 見直し

○処理計画の更新

（被災状況に応じて）

災害廃棄物の処理（状況に応じて）○受入可否判断

○申請受付、解体委託開始

○状況確認

・職員参集

・人員配置

・情報収集

・広報

○状況確認

・被害情報の集約

・対策本部や他都市等との連絡、調整

・市民、事業者への広報

・支援要請や受援体制の確認

随時 見直し
○収集計画の更新

（被災状況に応じて）

○被災施設の修繕

随時

見直し
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第７節 協力・支援体制

１ 神奈川県及び他市町村等との連携 

 (1) 主な連携先 

  災害時には神奈川県及び県内市町村、事業者団体等と連携を図る。支援要請等の連絡は、神奈川

県災害廃棄物処理計画及び各種協定に基づき行うものとする。ただし、緊急の場合はこの限りでは

ない。 

 ＜主な連携先＞ 

・神奈川県

  ・神奈川県建設業協会

  ・神奈川県建物解体業協会

  ・神奈川県産業資源循環協会

・川崎建設業協会

  ・川崎市建物解体業協同組合

  ・川崎市一般廃棄物処理業連絡協議会

 (2)  神奈川県からの情報収集

災害廃棄物等の処理に関する国の動向について、県から情報収集を行う。 

国や県の動向及び国や県からの連絡、通達等は、速やかに関係部署に伝達する。 

 (3)  他市町村等との連絡 

他市町村における被災の有無等に関する情報を収集し、支援要請等の参考とするため関係部

署に伝達する。 

２ 本市の協定締結先 

災害発生時に迅速に対応するため、平時から業界団体等と協定を締結しておくことが有効であ

る。本市の災害時の対応に係る協定締結先は次とおり。 

表２－３ 本市の協定締結先 

分類 協定内容 協定事業者 

災害廃棄物等 地震等大規模災害時における災害廃

棄物の処理等に関する協定 

神奈川県産業資源循環協会 

地震等大規模災害時における災害廃

棄物等収集の協力に関する協定 

川崎市一般廃棄物処理業連絡協議会 

地震等大規模災害時における被災建

物等の解体撤去等に関する協定 

神奈川県建物解体業協会 

川崎市建物解体業協同組合 

川崎建設業協会 
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トイレ対策 災害時における仮設トイレの設置協

力に関する協定 

旭ハウス工業株式会社 

災害時における携帯トイレ等の提供

協力に関する協定 

株式会社総合サービス 

収集運搬 地震等大規模災害時における災害廃

棄物等収集の協力に関する協定 

資源物等収集運搬委託業者 

３ 災害廃棄物処理支援ネットワーク（D.Waste-Net） 

  災害廃棄物処理支援ネットワーク（D.Waste-Net）は、環境省・地方環境事務所を中心とし、国

立環境研究所その他専門機関、関係団体から構成され、大規模災害時の災害廃棄物処理の支援体制

として設置されている。必要に応じて、D.Waste-Net等を活用し支援を要請する。

図２－４ D.Waste-Netの災害時の支援の仕組み
４ 支援の要請 

 (1)  支援の必要性の把握及び要請内容の決定 

災害発生時には、災害用トイレの設置、ごみ収集・処理、し尿収集・処理及び災害廃棄物等

の処理に関する情報を関係部署から収集し、支援の必要性及び要請内容を決定する。 

 (2)  支援要請 

    災害対策本部等と連携し次のとおり支援要請を行うこととする。 

ア 国、県及び他都市等への支援要請 

「九都県市災害時相互応援に関する協定」を含む他市町村との協定及び地域ブロック協議

会の広域連携に関する計画等に基づき支援要請を行う。また、状況に応じて、全国都市清掃

会議をはじめとする広域的な支援要請についても検討を行う。 

イ 民間事業者への協力要請 

     車両や重機等の機材を有している民間事業者へ協力要請を行う。 

(3) 支援受諾の確認と内容の調整 
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支援要請先から支援受諾の連絡を受けた場合は、速やかに当該の班に支援内容を連絡する。 

(4) 支援状況の把握 

支援の受入状況、開始及び実施状況について関係部署から情報収集し、その状況をとりまと

め、神奈川県等に報告する。 

第８節 研修・訓練の実施

 本計画の実行性を高めるために、災害廃棄物対策の進捗に応じて人材育成を戦略的に進めるととも

に、継続的に人材を確保できるシステムを構築する。そのために、定期的に次のような研修、訓練等

を企画・実施し、必要に応じ専門家の意見を活用できる体制の構築に努める。

 また、災害時に本計画が有効に活用されるよう記載内容について職員へ周知するとともに、本計画

を適宜見直す。

表２－４ 本市の実施する訓練の内容

訓練 内容

災害時伝達訓練 地震等の災害発生時の連絡手段となるメールによる職員の連絡体

制や参集状況の確認体制の構築を目指す訓練

災害発生時の初動連絡対応

訓練

災害発生を想定した災害発生時の情報伝達体制の確認等の訓練

参集シミュレーション訓練 災害発生を想定した発災時に各職員がそれぞれの参集場所に参集

可能となるかを把握する訓練

区総合防災訓練と連携した

市民向け訓練

各区の総合防災訓練において、各生活環境事業所職員が訓練参加者

に、仮設トイレやマンホールトイレの組立に関する技術的支援を実

施する訓練

仮設トイレ組立・し尿車取扱

訓練

災害時に局内の職員が仮設トイレの組立を円滑に行えるよう知識

を習得するとともに、生活環境事業所のし尿・浄化槽担当職員以外

が災害時に仮設トイレ等の汲み取りを行えるようになることを目

指す訓練
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第３章 災害廃棄物等の処理 
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第１節 災害廃棄物等の推計発生量    

本市で最大被害となる川崎市直下の地震が発生した場合、災害廃棄物については最大約 860 万ト

ンの発生が見込まれる。災害廃棄物は倒壊家屋等の解体撤去に伴う廃棄物が大半を占めることか

ら、計画的な処理を実施することが求められる。 

また、市処理施設における普通ごみ（家庭系）や事業系一般廃棄物の処理をはじめ、災害廃棄物

の中でも腐敗性の高いごみ、組立式トイレ等から汲み取るし尿や携帯トイレについては公衆衛生の

観点からも迅速に収集・処理体制を整える必要がある。 

災害廃棄物等の推計発生量は以下のとおり。なお、推計発生量の算出方法等の詳細については、

巻末の資料編「災害廃棄物発生量の推計」を参照のこと。 

＜災害廃棄物等の推計発生量＞

・災害廃棄物   ： 8,595,811 ｔ

・片付けごみ  ：    13,211 ｔ  （発災～3.5 か月） 

・普通ごみ（家庭系） ：      902 ｔ／日（発災～0.5 か月） 

・ 〃   ：        870 ｔ／日（発災後 0.5 か月～1.5 か月） 

・事業系一般廃棄物 ：        193 ｔ／日 

・し尿（組立式トイレ） ：      6,297.8 kL（発災～１か月） 

・し尿（携帯トイレ） ：   2,198.7 ｔ（発災～１か月）

１ 災害廃棄物 

(1) 川崎市直下の地震 

被害想定の災害廃棄物推計発生量（川崎市直下の地震）              （ｔ） 

川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 全市 

可燃物 138,558 79,746 120,796 105,165 61,643 43,166 33,538 582,612 

不燃物 637,823 349,451 539,940 429,338 281,636 229,005 197,909 2,665,102 

コンクリート 

がら 
1,191,281 647,579 1,001,977 821,840 504,633 384,190 307,498 4,858,998 

金属 66,136 35,739 55,457 44,473 28,276 22,414 18,624 271,119 

柱角材 51,825 29,849 45,203 39,389 23,067 16,128 12,519 217,980 

合計 2,085,623 1,142,364 1,763,373 1,440,205 899,255 694,903 570,088 8,595,811 
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(2) 慶長型地震 

津波による被害想定の推計発生量（慶長型地震）※1               （ｔ） 

川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 全市 

可燃物 8,983 1 0 0 0 0 0 8,984 

不燃物 8,983 1 0 0 0 0 0 8,984 

コンクリート 

がら 
25,951 4 0 0 0 0 0 25,955 

金属 3,294 0 0 0 0 0 0 3,294 

柱角材 2,695 0 0 0 0 0 0 2,695 

合計 49,907 7 0 0 0 0 0 49,914 

※1 合計は四捨五入等端数計算処理の関係で合わない場合あり。平成 25 年川崎市地震被害想定

調査報告書では半壊と床上浸水を区分していないため、この発生原単位については全て床上

浸水のものを使用

２ 家庭系ごみ 

(1) 普通ごみ推計発生量（１日あたり） 

普通ごみ（家庭系）の推計発生量                        （ｔ／日） 

川崎 幸 中原 高津 宮前 多摩 麻生 合計 

総発生量

発生～0.5 か月 144 107 153 138 137 123 100 902 

0.5～1.5 か月 137 101 148 133 130 122 99 870 

1.5～2.5 か月 137 101 148 133 130 122 99 870 

2.5～3.5 か月 137 101 148 133 130 122 99 870 

避難所 

発生～0.5 か月 48 42 40 35 32 15 12 244 

0.5～1.5 か月 33 28 29 22 15 12 9 148 

1.5～2.5 か月 33 28 29 22 15 12 9 148 

2.5～3.5 か月 33 28 29 22 15 12 9 148 

在宅世帯

発生～0.5 か月 95 64 113 104 105 108 88 677 

0.5～1.5 か月 104 72 119 111 114 109 90 719 

1.5～2.5 か月 104 72 119 111 114 109 90 719 

2.5～3.5 か月 104 72 119 111 114 109 90 719 
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(2) 片付けごみの推計発生量（１日あたり） 

片付けごみの推計発生量                         （ｔ／日） 

種別 川崎 幸 中原 高津 宮前 多摩 麻生 合計 

通常分 3.8 3.0 4.8 4.0 3.9 3.5 2.9 25.9 

増加分 

発生～

0.5 か月 
20.3 16.0 25.6 21.3 20.8 18.7 15.5 138.2 

0.5～1.5

か月 
23.8 18.8 30.1 25.1 24.5 21.9 18.2 162.4 

1.5～2.5

か月 
12.5 9.9 15.8 13.2 12.9 11.6 9.6 85.5 

2.5～3.5

か月 
4.8 3.8 6.1 5.1 4.9 4.4 3.7 32.8 

一日発

生量 

発生～

0.5 か月 
24.1 19.0 30.4 25.3 24.7 22.2 18.4 164.1 

0.5～1.5

か 月 
27.6 21.8 34.9 29.1 28.4 25.4 21.1 188.3 

1.5～2.5

か月 
16.3 12.9 20.5 17.2 16.8 15.1 12.5 111.4 

2.5～3.5

か月 
8.6 6.8 10.9 9.1 8.8 7.9 6.6 58.7 

３ 事業系一般廃棄物推計発生量 

  川崎 幸 中原 高津 宮前 多摩 麻生 合計 

事業所総数 11,278 4,777 7,285 6,146 4,368 5,077 3,685 42,616 

事業系一般廃棄物 

発生量（ｔ／日）※2 
51 21 33 28 20 23 17 193 

※2 一日あたりの量を案分で算出 

事業所総数出典：平成 26 年経済センサス-基礎調査結果 事業所数及び従業者数
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４ し尿発生量の推計 

(1) 仮設トイレ組立式し尿推計発生量 

単位：ｋL   

川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 
合計 

（日）

合計 

（延べ） 

発災日 31.7 21.9 34.2 26.6 18.2 11.6 9.0 153.2 153.2 

2 日目 43.9 30.3 47.4 36.9 25.3 16.1 12.6 212.5 365.7 

3 日目 56.2 38.8 60.6 47.3 32.3 20.6 16.1 271.9 637.6 

4 日目 56.2 38.8 60.6 47.3 32.3 20.6 16.1 271.9 909.5 

5 日目 56.2 38.8 60.6 47.3 32.3 20.6 16.1 271.9 1,181.4 

6 日目 56.2 38.8 60.6 47.3 32.3 20.6 16.1 271.9 1,453.3 

7～9日目 52.6 36.3 56.8 44.2 30.3 19.3 15.0 254.5 2,216.8 

10～19 日目 45.0 31.1 48.6 37.9 25.9 16.5 12.8 217.8 4,394.8 

20～29 日目 39.3 27.2 42.5 33.1 22.6 14.4 11.2 190.3 6,297.8 

 ※初動対応時の運搬・設置にかかる日数を考慮した。 

(2) 携帯トイレ（ごみ）推計発生量 

単位：ｔ 

 川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 
合計 

（日）

合計 

（延べ） 

発災日 44.9 31.0 48.5 37.8 25.8 16.5 12.8 217.3 217.3 

2 日目 32.6 22.5 35.3 27.5 18.8 12.0 9.3 158.0 375.3 

3 日目 20.4 14.1 22.0 17.1 11.7 7.5 5.8 98.6 473.9 

4 日目 20.4 14.1 22.0 17.1 11.7 7.5 5.8 98.6 572.5 

5 日目 18.8 13.0 20.3 15.8 10.8 6.9 5.4 91.0 663.5 

6 日目 16.4 11.3 17.8 13.8 9.4 6.0 4.7 79.4 742.9 

7～9日目 16.0 11.1 17.3 13.5 9.2 5.9 4.6 77.6 975.7 

10～19日目 15.7 10.9 17.0 13.2 9.0 5.8 4.5 76.1 1,736.7 

20～29日目 9.5 6.6 10.4 8.0 5.5 3.5 2.7 46.2 2,198.7 

※仮設トイレ組立式人口に含まれる人口の一部も避難所等の既存便座を活用し携帯トイレを
使用する想定である。
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第２節 災害廃棄物等の処理の考え方  

１ 災害時のごみの分け方・出し方 

 大規模災害時は、被害状況等に応じて災害時のごみの分け方・出し方が平時とは一部異なる場合

がある。 

 (1) 災害時のごみの分け方 

・家庭や避難所等から排出されるごみについては、平時と同様の分別区分を原則とする。

・避難所においても、平時の家庭におけるごみ分別を基本とするが、ペットボトルやプラスチ

ック製容器包装等の発生が多く見込まれることから、資源物の発生状況に応じて臨機に対応

する。 

図３－１ 川崎市のごみ分別品目 

 (2) 災害時のごみの出し方 

表３－１に災害時のごみの出し方（例）を示す。 

災害時には道路の通行状況や収集体制の確保（職員、車両、燃料等）のため、平時と同様の

ごみ収集ができないことが予想され、初動期（発災後３日以内）は一時的にごみの排出ができ

ない場合がある。原則として普通ごみは発災後３日目以降からの排出とし、粗大ごみや資源物

については、普通ごみの収集を優先するため、当分の間、排出できないことも想定される。 

ごみの出し方や通常の収集体制への移行時期等については適宜広報する。 
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表３－１ 災害時のごみの出し方（例） 

 (3) 排出場所 

・普通ごみ及び腐敗性廃棄物については、収集されずに放置されると腐敗・悪臭等により公衆

衛生の悪化を招くため（図 3-3 左参照）、ごみ集積所への排出を原則とする。 

・壊れた家具・家電等の片付けごみは、生ごみを含む普通ごみと混在しないよう、一次仮保管

場所を排出場所とする（図 3-3 右参照）。なお、一次仮保管場所への持ち込みは、原則として

市民自ら行うこととする。 

・発災から時間の経過とともに排出されるごみの種類や排出形態が移り変わることが予想され

るため、時期や状況に応じた対応を行う。 

（例）発災当初は片付けごみやし尿が中心であり、一定程度時間が経過すれば倒壊家屋等の

解体・撤去により多量の災害廃棄物が発生する。 

図３－２ 災害時のごみ排出場所イメージ 

種  別 ごみの出し方

普 通 ご み

（家庭・避難所）

・原則として、普通ごみは３日目以降に排出する。平時と同様にごみ集

積所に排出する。 

・片付けごみは、普通ごみと分けて排出する。 

資 源 物

・空き缶

・ペットボトル

・空き瓶

・使用済み乾電池

・ミックスペーパー

・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装

・小物金属

・普通ごみの収集を優先するため、資源物の排出は当分の間中止する。

・復旧状況に応じて、通常時の収集体制へ移行する。 

※通常の収集体制への移行時期等については適宜広報する。 

片 付 け ご み

・災害により壊れた家具、家電等の片付けごみは、普通ごみとの混在を

避けるため、一次仮保管場所に排出する。

・排出場所や排出開始時期等の詳細については速やかに広報する。

粗 大 ご み

・電話やインターネットによる申込受付による粗大ごみの排出は当分の

間中止する。 

・復旧状況に応じて、申込受付を再開し通常時の収集体制に移行する。 

普通ごみ（家庭・避難所） 

腐敗性廃棄物等 

携帯トイレ 

片付けごみ 

（壊れた家具・家電等） 

ごみ集積所等 

一次仮保管場所 
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 (4) 自助・共助の推進 

   大規模災害時は交通渋滞等により道路状況が悪いことが想定されるため、膨大に排出される

廃棄物の収集を行政のみで行うことは困難であり、市民や地域と連携して取り組まなければな

らない。

特にごみの収集体制が平時とは一部異なる場合があるため、市民や事業者の理解と協力が不

可欠となる。また、家屋等の片付けや、ごみ集積所及び一次仮保管場所へのごみ出しにあた

り、高齢者等の災害に際して迅速な対応を取ることが困難な市民については、地域、自主防災

組織、ボランティア等による連携が重要となる。このように個人・地域・行政による自助・共

助・公助が一体となり、災害廃棄物等の円滑な処理に向けて取組みを推進する。 

図３－３ ごみ排出の様子（出典：災害廃棄物対策フォトチャンネル「平成 28年熊本地震」

（http://kouikishori.env.go.jp/photo_channel/h28_shinsai/search/）） 

左：普通ごみと災害ごみが混合状態で排出され、収集が困難になった事例 

右：家電４品目の分別排出の様子 
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２ 災害時の広報と相談の受付

(1) 平時（災害発生前）からの広報 

  ホームページ、リーフレット、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）等を活用

して、災害時における排出方法、排出場所等について平時（災害発生前）から次の内容について

周知を行う。 

  ア 市民向け周知 

   (ｱ) 分別品目 

      発災直後においても分別品目は平時と同様とし、粗大ごみや資源物の収集については当

分の間収集を休止する。 

   (ｲ) 排出場所 

     ・普通ごみは、平時と同様のごみ集積所に排出する。 

    ・片付けごみは、ごみ集積所ではなく、一次仮保管場所に排出する。 

   (ｳ) 災害発生後の広報 

     災害発生後には、「(2)災害発生後の広報」の手段を用いて周知するため、最新の情報に

基づき分別排出する。 

  イ 事業者向け周知 

    事業系一般廃棄物については平時と同様に原則として市で収集しないことから、事業者自ら

または許可業者が市のごみ処理施設に運搬する。 

(2) 災害発生後の広報 

被災状況等を踏まえ、災害発生後の廃棄物処理等に関する情報を市民、関係者に周知するた

めの広報を行う。 

  ア 対応方針 

    情報収集した被災状況等を踏まえ、被災者が混乱しないよう、確実に市民・事業者への広報

を行う。 

また、被害を受けていない地区についても同様に広報する。 

  ＜災害時の広報内容＞ 

○ごみの排出方法等 

・ ごみ排出の一時的な停止及び再開時期

・ 分別方法

・ 排出方法、排出場所

・ 収集体制の変更

（普通ごみ、粗大ごみ、資源物）
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 イ 周知方法 

    次の方法を含む様々な手段を活用して周知徹底に努めることとする。また、ボランティアを

通じた広報活動も検討する。 

   ・公共通信媒体：テレビ、ラジオ、新聞等 

   ・環境部総務班：ホームページ、ＳＮＳ、チラシ、貼り紙、広報宣伝車（軽四輪車両等）等 

(3) 市民からの相談の受付 

相談の多くは、ごみ及びし尿の収集に関するものと想定されるため、最新情報を収集し、市民か

らの相談に対応する。 

なお、市民からの相談については、その内容と対応を記録、整理し、各班に伝える。 

＜災害時の分別方法を示したチラシの例（東日本大震災における宮城県美里町）＞ 

【参考：災害時のごみ排出に関する周知の例】 

図 東日本大震災の際に実際に活用されたチラシの例

（東日本大震災アーカイブ宮城 美里町～東日本大震災の記録～）

（https://kioku.library.pref.miyagi.jp/misato/）
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３ 収集・運搬 

 (1) 発災当初の対応 

  ・発災当初はごみ収集を一時的に中止するとともに、収集体制の確保（収集ルートの確認、収集

車及び職員、燃料の確保等）を行い、早期の収集再開に努めるものする。ただし、緊急を要す

る場合については臨機に対応する。 

・原則として、発災後３日目からごみ収集を開始し、災害用トイレ（組立式トイレ）からのし尿

の収集は２日目から開始する。

  ・普通ごみの収集を優先的に行うため粗大ごみ及び資源物（びん・缶・ペットボトル等）の収集

は一時的に中止する。復旧状況に応じて、通常時の収集体制へ移行する。 

表３－２ 災害時のごみ収集体制 

  ※災害に伴って排出される家電リサイクル法対象品等の廃棄物の収集及び処理については、 

「第８節 特別な対応・配慮が必要な廃棄物の取扱い」に記載している。 

種  別
初動期

（発災後３日以内）

応急期

（発災後３日～１月以内）

復旧・復興期

（発災後１月以降）

普 通 ご み

（家庭・避難所）

一時的に中止する。 

（収集再開に向け、収集車

及び収集職員の確認と収

集体制の確保を行い、燃料

の確保に努める） 

原則として発災後3日目から

収集を開始するが、状況に応じ

臨機に対応する。 

復旧復興状況に応じて、

通常時の収集体制へ移行す

る。 

し   尿

災害用トイレを設置す

るとともに、原則として発

災後２日目から災害用ト

イレ等からのし尿収集を

行う。

避難所（学校など）トイレの

使用可否状況に応じ、災害用ト

イレの撤去を検討する。 

復旧復興状況に応じて、

通常時の収集体制へ移行す

る。 

資 源 物

普通ごみの収集を優先

的に行うため資源物の収

集は一時的に中止する。

一時的に中止する。 

（普通ごみや片付けごみの

収集状況等を考慮しながら資

源物収集の再開に向けて対応

する） 

復旧復興状況に応じて、

通常時の収集体制へ移行す

る。 

片 付 け ご み

 排出状況の確認及び収

集開始に向けた収集体制

の確保に努める。

一次仮保管場所に排出され

た片付けごみ（粗大ごみ）を収

集する。 

復旧復興状況に応じて、

通常時の収集体制へ移行す

る。 

粗 大 ご み

電話やインターネット

申込みによる通常の粗大

ごみ収集は当分の間中止

する。

電話やインターネット申込

みによる通常の粗大ごみは当

分の間中止する。 

復旧復興状況に応じて、

申込受付を再開し通常時の

収集体制に移行する。 

49



第３章 災害廃棄物等の処理

30

(2) ごみ収集計画の更新 

実際の被災状況等を踏まえ、平時に運用しているごみ収集計画を適宜更新する。また、ごみ

発生量が収集能力を超える場合の収集車両及び人員の確保や支援の必要性を明確にし、支援要

請の基礎資料とする。 

ア 更新時の確認事項 

 ごみ収集計画の更新にあたり、次の事項を確認する。 

   イ ごみ収集に関する市民への広報内容

(ｱ) 更新したごみ収集計画に基づき、ごみの排出方法や、収集場所、収集スケジュール、粗

大ごみの収集方式の変更など、避難市民、在宅市民の両者に広報する内容を明確にする。

(ｲ) 片付けごみの排出に備え、排出場所や留意事項など、広報する内容を明確にする。

ウ 復旧に向けた検討    

避難者の帰宅状況、片付けごみの排出状況を踏まえ、ごみ収集体制の通常時への移行や中

期的な収集計画を検討する。 

 (3) 他都市、民間事業者等との連携 

    市による収集に加え、必要に応じて資源物等収集運搬委託業者や民間事業者、他自治体へ支

援を要請する。収集運搬にあたっては、仮保管場所の空き状況及び搬入先である処理施設の受

入状況を考慮し、搬入先を調整する。 

図３－４ 発災当初のごみ収集の様子

（平成 28 年熊本地震における川崎市支援）

・避難場所を含めた収集ルート 

・処理施設の被災状況 

・処理施設への搬入ルート 

・片付けごみの応急時の収集体制 

・片付けごみの仮保管場所の開設計画と搬入ルート 

・収集スケジュール 

・適正処理が困難な廃棄物等への対応方法 

・ごみ収集車の稼動可能車数と収集可能日量 
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４ し尿の収集 

 (1) 災害用トイレ（組立式トイレ）の設置 

災害用トイレの設置にあたっては、災害用トイレ設置計画に基づき対応するものとし、災害

用トイレの必要数が備蓄数を超える場合の調達や、運搬車両及び人員の確保や支援の必要性を

明確にし、災害時の協定を締結している業者への要請等、支援要請の基礎資料とする。 

ア  災害用トイレ設置時の確認事項 

災害用トイレの設置にあたり、次の情報を整理する。 

イ  災害用トイレの運搬・設置体制の確保 

避難所への設置を必要と判断した災害用トイレについて、各生活環境事業所隊に設置予定場所、

設置予定数、設置予定スケジュール等を連絡し、迅速に設置できるよう、調整を行う。 

  ウ 災害用トイレ等からのし尿収集 

災害用トイレ等からのし尿の収集は原則として発災後２日目から収集を行う。 

図３－５ 災害用トイレの例 

 (2) 携帯トイレの収集 

  ・家庭及び避難所で使用された携帯トイレについては、公衆衛生の観点から優先的に収集する。

・避難所の開設状況及び各避難所の避難者数 

・避難所（学校など）トイレの使用可否と関連する設備・施設の被災・復旧状況（上下水

道・電力など） 

・避難所への災害用トイレの設置の必要性 

・断水や下水道の損壊により水洗トイレが使用不能となった在宅市民を対象とした災害用

トイレの必要性 
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(3) し尿等収集体制の確保 

実際の被災状況等を踏まえ、情報の整理及び収集体制の確保を行う。また、し尿発生量が収

集能力を超える場合の収集車両及び人員の確保や支援の必要性を明確にし、支援要請の基礎資

料とする。 

○  情報の整理 

・災害用トイレの設置状況及び避難者数からのし尿推計発生量 

・通常時よりし尿収集を行っている地域のし尿推計発生量 

・し尿収集車の稼動可能台数と収集可能日量 

・収集ルートの開通状況 

・処理施設の被災状況 

○ 収集体制の確保 

・災害用トイレ設置場所を含めた収集ルート 

・処理施設への搬入ルート 

・収集スケジュール
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５ 災害廃棄物等の処理 

市のごみ焼却処理施設及び資源化処理施設の稼動状況を基に処理可能量を推計し、処理能力不

足が見込まれる場合には、仮設処理施設の設置検討をはじめ、他都市及び民間事業者等に支援要

請を行い、早期の処理完了を目指す。可燃物（普通ごみや腐敗性廃棄物）は原則として市焼却施

設で焼却処理することとするが、処理が困難な場合には、他都市等へ支援を要請する。 

 (1) 市ごみ処理施設に関する対応 

ア ごみ処理計画の更新 

発災後ただちに処理施設の被災状況を把握し、平時に運用しているごみ処理計画を更新する。

また、廃棄物の発生量が処理能力を超える場合には、仮設処理施設の設置検討を行い、他都市

及び民間事業者等への支援要請のための基礎資料とする。 

(ｱ) 更新時の確認事項 

 ごみ処理計画の更新にあたり、次の事項を確認する。 

(ｲ) 処理施設の被災状況や復旧状況の把握 

イ し尿等処理計画の更新 

発災後ただちに処理施設の被災状況を把握し、平時に運用しているし尿等処理計画を更新す

る。また、し尿等の発生量が処理能力を超過すると見込まれる場合には、他都市及び民間事業

者等への支援要請のための基礎資料として整理する。 

(ｱ)  更新時の確認事項 

 し尿処理計画の更新にあたり、次の事項を確認する。 

(ｲ) し尿処理施設の被災状況や復旧状況の把握 

○ 情報の整理 

・廃棄物収集班で推計したごみ推計発生量 

・各処理施設の被災状況、各処理センターピット残量及び処理可能量の把握 

・被災した処理施設の運転可能見込み 

・被災した処理施設の構内搬入ルート 

○ 処理体制の確保及び支援要請の検討 

・非常時の処理体制として人員確保及び処理施設の稼動に向けた準備 

・処理施設が損壊あるいは稼動不能の場合及び処理施設の能力が不足する場合の、

支援の必要性、支援内容の明確化 

○ 情報の整理 

・し尿推計発生量 

・各処理施設の被災状況 

・被災した処理施設の運転可能見込み 

・被災した処理施設の構内搬入ルート 

○ 処理体制の確保及び支援要請の検討 

・非常時の処理体制として人員、処理施設の確保 

・処理施設が損壊等による稼動不能の場合や処理能力が不足する場合は、支援の 

必要性及び支援内容の明確化 
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ウ ごみ・し尿等の処理 

(ｱ) 施設の被災状況の把握 

(ｲ) 処理施設の緊急点検の実施 

ａ 二次災害防止に努めながら、発災後早期に処理施設の点検を行い、被災状況を把握する。 

ｂ 修理が可能なものについては修理を行う。 

(ｳ) 施設周辺の道路等の状況確認 

エ 処理施設等の修繕 

(ｱ) 被災施設の把握 

発災後、処理施設の被災状況に関する情報を収集し、速やかに詳細を確認する。 

(ｲ) 施設の修繕 

 施設の修繕にあたり、次の事項を確認する。 

図３－６ 廃棄物処理施設の被害状況（提供：熊本市） 

○ 情報の整理 

処理施設の被災状況の整理、施設修繕の優先度判別 

○ 施設修繕体制の確保 

・処理施設の被災状況に応じた修繕方法の選定 

・修繕内容に応じた業者の選定（業者に修繕を依頼する場合） 

・契約事務手続き 

○ 施設修繕の進捗状況の把握 

 施設修繕の進捗状況の把握 
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 (2) 他都市、民間事業者等との連携 

   川崎市地域防災計画では、発生した震災の規模や被害状況から、国、県及び他都市、民間事業

者、各種団体等の協力が必要と認められる場合は、災害対策基本法などの関係法令及び相互応援

協定等により速やかに協力を要請し、広域的な応援による迅速な災害対策を実施することとして

いる。被災状況等により市のみによって処理が完結できないと判断した場合は、他都市、民間事

業者等に協力を要請する。 

  ア 国、県、他都市等との連携 

    「九都県市災害時相互応援に関する協定」を含む他市町村との協定及び関東ブロック協議会

の広域連携に関する計画等に基づき支援要請を行う。また、状況に応じて、国や県と連携を図

りつつ、上記以外の広域的な処理への支援要請についても検討を行う。 

  イ 民間事業者等との連携 

  発災当初は、普通ごみや片付けごみが短期間に排出され、発災から数か月以降に開始され

る倒壊家屋等の解体撤去においては、さらに多量の災害廃棄物が排出される。迅速に災害廃

棄物等を処理するために、また、本市には臨海部を中心に多くの廃棄物処理業者及び廃棄物

処理施設が立地していることから、民間事業者の処理施設を活用する。 

特に、災害廃棄物の収集運搬や中間処理、仮保管場所の運営管理、倒壊家屋等の解体・撤

去による廃棄物の処理等について、発災後の各段階に応じて適切な方法で処理委託を行うこ

とを検討しておく。 

なお、市からの委託により既存の民間産業廃棄物処理施設において災害廃棄物を処理する場

合は、必要に応じて「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の災害時における廃棄物処理施設

の活用に係る特例措置（第１５条の２の５）を活用する。 

  ウ 災害廃棄物の処理施設への直接搬入 

    本市は高度に土地利用が進んでいる都市部が多く、大規模災害時には災害廃棄物の仮保管

場所の適地が少ないことが見込まれる。また、本市には多くの廃棄物処理業者及び廃棄物処

理施設が立地している。 

こうした本市の特徴を踏まえ、災害廃棄物を迅速かつ効率的に処理するため、災害廃棄物

は可能な限り仮保管場所を経由せず処理施設（市処理施設または民間廃棄物処理施設、他自

治体等）に直接搬入する。そのためには、適切な分別や排出が必要となることから、家庭に

おける片付けごみの適切な分別排出や、倒壊家屋等の解体現場での適切な解体分別が徹底さ

れるよう、周知を行う。 
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図３－７ 熊本地震に伴う災害廃棄物の処理フロー 

（「平成 28年４月熊本地震に係る熊本市災害廃棄物処理実行計画第３版」を編集） 

(3) 仮設処理施設 

   仮設処理施設を設置しようとする場合は、次の点に留意して検討する。 

  ア 設置場所は仮保管場所候補地から選定する。 

  イ 設置場所の選定に当たっては、焼却に伴う大気への影響、破砕に伴う騒音の発生など周辺環

境に十分配慮する。 

  ウ 必要とされる処理能力、耐用期間など考慮した機種を選定する。 

エ 発注から設置完了までの期間を考慮し、併せて中間処理後の廃棄物の処分方法を検討する。

平成 28年熊本地震において、災害廃棄物の処理にあたり 

民間廃棄物処理施設への直接搬入が活用された。
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【参考：災害廃棄物等の処理に係る補助金の活用】 

大規模災害時発生時には災害廃棄物の処理や被災した廃棄物処理施設等の復旧を行う必要

があり、これらに要する費用は莫大なものとなる。そのため、環境省の用意する次の二つの

補助制度を利用し、市の財政負担軽減を図る。

１ 災害等廃棄物処理事業

○目的 暴風、洪水、高潮、地震、その他の異常な天然現象及び海岸保全区域外

の海岸への大量の廃棄物の漂着被害に伴い、市町村が実施する災害等廃

棄物の処理に係る費用について、災害等廃棄物処理事業費補助金により

被災市町村を財政的に支援することを目的。

○補助率 １／２

○その他 本補助金の補助うら分に対し、８割を限度として特別交付税の措置がな

され、実質的な市町村等の負担は１割程度となる。

２ 廃棄物処理施設災害復旧事業

○目的 災害により被害を受けた廃棄物処理施設を原形に復旧する事業及び応急

復旧事業。

○補助率 １／２

○その他 地方負担分に対して起債措置がなされた場合、元利償還金について普通

交付税措置（元利償還金の 47.5%（財政力補正により 85.5%まで））

図 災害等廃棄物処理事業の業務フロー

（災害関係業務事務処理マニュアルより）

（市町村向け災害廃棄物処理行政事務の手引きより）
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【参考：再使用・再資源化、最終処分】 

災害廃棄物の再使用・再資源化を推進し、最終処分量を可能な限り縮減できるよう、分別

や選別を適正に行うことで、処理期間の短縮や処理費用の縮減を図る。 

災害廃棄物の再資源化率を高めるためには混合状態を防ぐことが重要であるため、その後

の処理方法を踏まえた分別を徹底する。分別作業は時間とコストを要するが、混合廃棄物量

を減らすことで、再資源化・中間処理・最終処分のトータルコストを低減できる。応急対応

時においても、今後の処理や再資源化を考慮し、可能な限り選別を行う。

復旧・復興時に、廃棄物の資源としての活用が望まれることから、復興計画や復興事業の

進捗にあわせて選別・処理・再資源化を行う。選別・処理・再資源化の実施に当たっては、

廃棄物の種類毎の性状や特徴、種々の課題に応じた適切な方法を選択する。

（環境省災害廃棄物対策指針を基に作成）
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第３節 情報収集、実行計画の策定

  発災直後は混乱した状況になることが想定されるが、災害廃棄物等の適正かつ円滑・迅速な処理

を行う観点から、災害が発生した直後から市内外の被害状況、災害廃棄物等の発生量等について情

報収集を行う。また、災害廃棄物等の処理を計画的に進めるため、収集した情報を適宜更新して、

災害廃棄物処理実行計画を策定する。

１ 情報収集 

 発災後の様々な状況の変化に対応するため、被害状況等の情報を収集し、環境部内において情報共

有するとともに、必要に応じて関係者等に周知する。また、時間の経過とともに被害状況が変化する

ため、定期的に新しい情報を収集する。

(1) 市災害対策本部との連絡 

災害用トイレ設置や災害廃棄物対策等の企画立案の基礎情報とするため、次の情報を市災害対

策本部から随時収集する。 

(2) 職員の参集状況の確認と人員配置 

  ア 職員の参集状況の確認 

イ 配置人員の調整 

総務班、災害廃棄物処理班、廃棄物収集班、廃棄物処理班の４つの班に対し、職員を配置す

る。全体の進行管理上、各班の業務量の変化に応じて、適宜、職員の補充や配置替えを行う。 

(3) 災害廃棄物等対策の全体進行管理と調整 

ア 災害廃棄物等処理に関する全体進行管理 

ごみ・し尿処理施設の被災状況、処理計画の状況などを総合的に把握し、各班との連絡調整

を行う。 

イ 関係部署との連絡調整 

災害廃棄物等処理実行計画の策定及び処理の実施にあたり、関係部署との連絡調整を行う。 

〔情報収集項目〕 

○ 避難所と避難者数 

・避難所名 

・各避難所の収容人数 

○ 上下水道・道路の被災、復旧状況 

・上下水道施設の被災、復旧状況 

・主要道路の被災、復旧状況 

・津波の浸水範囲 

○ 家屋等の被害状況 

・全壊及び半壊棟数 

・焼失棟数 

・床上・床下浸水数 
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(4) ごみ・し尿処理施設の被災状況の把握と報告 

廃棄物処理班からの情報提供に基づいてごみ・し尿処理施設の被災状況を把握し、市災害対策

本部及び神奈川県に報告する。 

２ 災害廃棄物処理実行計画の策定 

  被害状況や国や県等の動向等の情報収集を行い、得られる被害状況から災害廃棄物発生量を推計

して、災害廃棄物処理実行計画を策定する。

(1) 災害廃棄物発生量の推計と情報収集 

ア 家屋等の倒壊状況の把握 

イ 災害廃棄物発生量の推計 

 ウ 災害廃棄物処理に係る動向（民間廃棄物処理施設、県、国等）の把握 

(2) 災害廃棄物処理実行計画の策定 

ア 実行計画の策定 

実際の被災状況を踏まえ、全体の作業量を想定し、処理体制の整備と協力支援要請の基礎資料

とする。 

〔実行計画で定める主な内容〕 

○ 被害状況と災害廃棄物発生推計量 

○ 災害廃棄物の処理目標期間 

○ 災害廃棄物処理の基本的な考え方 

○ 倒壊家屋等の解体撤去に係る項目 

○ 災害廃棄物の処理方法 

○ 広域的な連携 

〔実行計画を定めるにあたり考慮すべき事項〕 

○ 仮保管場所

 仮保管場所確保にあたり、以下の項目を整理する。

・ 仮保管場所用地

・ 搬入予定ルート

・ 仮保管場所の運用時間

・ 分別ごとの受入区画の整理

・ 仮保管場所の夜間の警備体制

   ○ 再使用・再資源化、中間処理、最終処分

・ 分別区分ごとの再使用・再資源化の計画量

・ 市の処理施設で行う場合の中間処理等の方法と計画量

・ 民間廃棄物処理施設に委託する場合の中間処理等の方法と計画量

・ 仮保管場所からの搬出方法

・ 最終処分量の推計と最終処分方法
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第３章 災害廃棄物等の処理

41

(3) 進捗管理及び実行計画の見直し 

被害状況や災害廃棄物の発生量の変化、処理の進捗等の情報収集を行い、必要に応じて実行計画

の見直しを随時行う。

図 平成 28 年４月熊本地震に係る熊本市災害廃棄物処理実行計画（出典：熊本市） 

【参考：災害廃棄物処理実行計画について】 
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第
４
節
 
処
理
フ
ロ
ー

図
３
－
８
に
本
市
に
お
け
る
災
害
廃
棄
物
の
処
理
フ
ロ
ー
を
示
す
。

図
３
－
８
 
災
害
時
に
お
け
る
ご
み
処
理
フ
ロ
ー

・通常の廃棄物

・災害廃棄物

・生活ごみ

・避難所ごみ

普通ごみ（可燃物）

資源物（缶・ペット）

資源物（空き瓶）

資源物（ミックスペーパー）

・可燃物、不燃物

粗大ごみ

・ごみ集積所

・避難所

焼却処理施設

（市＆民間）

廃家電

廃自動車等

上記以外の廃棄物（有害等）

資源物（使用済み乾電池）

資源物（小物金属）

し 尿（災害トイレ等汲取り）

し 尿（携帯トイレ）

避難所 等 し尿圧送施設

資源物（プラスチック製容器包装）

資源化処理施設

（市＆民間）

ごみ集積所

ごみ集積所

・
片
付
け
等

・
解
体
場
所

可燃物/可燃系混合物（畳・布団含む）

不燃物/不燃系混合物

コンクリがら

金属くず

木くず

一次仮保管場所
・粗大ごみ処理施設

（市粗大＆民間混廃）

・市焼却施設

二次仮保管場所
※開設され次第開始

民間処理施設

（各種リサイクル法等に

よる再資源化）二次仮保管場所等
※開設され次第開始

再資源化

（市＆民間）

・
避
難
所

等

・
家
庭

・
片
付
け
（
家
庭
）

・
倒
壊
家
屋
等
解
体

※被害状況等により、発災当初は粗大ごみ、資源物の収集を一時的に中止する。 ※片付けごみは普通ごみと分けて排出する。

片付けごみ

解体廃棄物

注）事業系は別ルート

腐敗性廃棄物 ごみ集積所 焼却処理施設

（市＆民間）

片付けごみ

解体廃棄物

6
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川崎市災害廃棄物等処理実施計画の概要

＜本市の災害廃棄物等処理に係る計画の体系と内容＞

災 害 廃 棄 物 対 策 指 針

神奈川県災害廃棄物処理計画

国

神奈川県

川崎市

市町村が災害廃棄物の適正処理に必要となる県の役割

本市の災害廃棄物処理に関する基本方針等

地方自治体が災害廃棄物に関する計画を策定する上での指針

川崎市災害廃棄物等処理計画
（川崎市地域防災計画の一部）

川崎市災害廃棄物等処理実施計画 本市の災害廃棄物処理に関する詳細手法等

１ 計画策定の趣旨と位置付け
○本市では、「川崎市地域防災計画（震災対策編）」の中に「川崎市災害廃棄物

等処理計画」を位置付け、大規模地震等の自然災害に伴い発生が見込まれる災

害廃棄物等の処理について基本理念等を取りまとめており、平成３０年４月に

改定した。

○改定された同計画において、川崎市直下の想定地震が発生した場合、最大約

８６０万トンの災害廃棄物が発生するものと推計された。

○本市の地理的状況を踏まえ、災害廃棄物等の処理に係る具体的な考え方や対応

方法等について、「川崎市災害廃棄物等処理計画」の下位計画として、「川崎

市災害廃棄物等処理実施計画」を位置付け、公衆衛生の維持や安全性の確保を

図りながら円滑かつ適正に災害廃棄物等を処理することを目的として策定す

る。
３ 災害時の対応における重要な視点

(１)自助・共助・公助の考え方

○市民や地域との連携

・災害時のごみ排出への協力

○自主防災組織やボランティア等との連携

・被災家屋の片付け

⇒大規模災害時において、公助による対応では限界があること

から、自助・共助・公助の一体的な取組みが求められる。

(２)リサイクルの推進

○再使用・再資源化の重要性

・環境負荷の低減、資源の有効活用

・処理量の低減や最終処分場の延命化

⇒片付けごみの排出時や倒壊家屋等の解体撤去時の分別が特に重要となる。

(３)本市の特徴を踏まえた災害廃棄物の処理方法

○高度に土地利用が進んでおり、災害廃棄物の仮保管場所の適地が少ない

○本市及び近隣に多くの廃棄物処理業者及び再資源化処理業者の存立

⇒迅速かつ効率的な処理方法の検討（可能な限り処理施設への直接搬入による処理）

【対象】片付けごみや倒壊家屋等の解体撤去に伴い発生する廃棄物

自助

公助共助

２ 災害廃棄物処理における基本方針
(１)計画的な処理

被災状況を踏まえた、処理体制の構築による災害廃棄物等の処理の推進

(２)生活環境の保全

周辺環境への配慮や公衆衛生の悪化防止

(３)再使用・再資源化の徹底

最終処分量の低減のための様々な手法を用いた分別の徹底

(４)適切な情報発信

平時（発災前）や発災後における災害廃棄物等の処理に関する情報の適切な発信

(５)適正な保管・管理

円滑な災害廃棄物処理のための仮保管場所の設置等による適切な保管・管理の実施

（Ｈ29.3 策定）

（Ｈ30.4 改定）

※改定（Ｈ30.4 ）時のポイント（災害廃棄物の発生推計量の増大）

約３７７万トン → 約８６０万トン ※国が新たに示した算定式により増加

（本市の一般廃棄物総排出量の約17年分）

表 災害廃棄物発生推計量の内訳 ※川崎市直下の地震（Ｍ７．３）

今回策定

可燃物 不燃物 ｺﾝｸﾘｰﾄがら 金属くず 木くず 合　計

発生量(ｔ) 582,612 2,665,102 4,858,998 271,119 217,980 8,595,811

資料３

（Ｈ26.3 策定、H30.3 改定）

仮保管場所の縮減を図るとともに、災害廃棄物の適正処理や再資源化の推進への取組
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(1)災害廃棄物の処理方法

○災害廃棄物の迅速かつ効率的な処理

可能な限り、解体現場から処理施設へ直接搬入することで、迅速かつ効率的

な処理を行い、早期の復旧復興に向けて取り組む。

５ 災害時のごみの分別と排出場所 ６ し尿の収集

４ 災害廃棄物の処理

(1)避難所への災害用トイレの速やかな設置

○避難所開設状況に応じた災害用トイレの運搬体制の確保

（運搬車両及び人員の確保）

(2)し尿の収集

○組立式トイレ等からのし尿は、発災後２日目から

収集再開（原則）

(3)携帯トイレの取扱い

○避難所等で使用された携帯トイレは、公衆衛生の観点から優先的に収集

(1)普通ごみや資源物の分別ルールと収集

○分別ルール ：平時と同様の分別（原則）

○収 集 ：発災後３日目から収集再開（原則）

（資源物や粗大ごみは一時的に収集を停止する場合が

あり、収集体制や被災状況に応じて順次再開）

(2)排出場所

○普通ごみ・資源物等 ：ごみ集積所

○片付けごみ ：一次仮保管場所（街区公園等）

※片付けごみは普通ごみ（腐敗しやすいごみ）と混在させない

災害廃棄物処理支援ネットワーク
（D.Waste-NET）の体系図

＜災害廃棄物とは＞
災害廃棄物は、「片付けごみ」と「倒壊家屋等の解体廃棄物」に大別される。本

計画では、災害廃棄物に通常の生活ごみを加えて、これらを総称して、「災害廃棄
物等」とする。
①片付けごみ
家屋内等にある被災したものを片付ける際に排出される、壊れた家具・家電等

②倒壊家屋等の解体廃棄物
倒壊家屋等の解体等に伴い排出される廃棄物

仮保管場所 一次仮保管場所 二次仮保管場所

対象 片付けごみ 解体廃棄物

仮保管場所候補地 住宅周辺の公園等のできる限り
生活場所に近い場所
（候補地）
　・街区公園　等

一定の広さを有する公有地等

（候補地）
　・１ｈａ以上の大規模公園
　・臨海部の公有地　等

平時の分別品目

(2)仮保管場所の考え方

(3)広域連携体制の強化

○国・県及び他都市等との連携

（災害廃棄物処理支援ネットワーク等の活用）

(4)処理期間

○倒壊家屋等からの解体廃棄物 ：３年（目標）

○片付けごみ ：数か月
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大規模災害等発生時における災害廃棄物等の処理イメージ

二次仮保管場所
（選別・破砕）

※臨海部の公有地等

処 理 施 設

二次仮保管場所
（保管・積替）

※1ha以上の公園等

一次仮保管場所
（保管）

※街区公園等

市廃棄物処理施設
（焼却、資源化等）

市民排出

収集運搬

・ごみ集積所
・避難所の
ごみ置き場

資
源
物
等

普
通
ご
み

片
付
け
ご
み

解
体
廃
棄
物

収集運搬

※数か月以降

民間廃棄物処理施設
（焼却、資源化等）

※原則として発災後３日目から収集を再開する。
※資源物、粗大ごみ等の収集は一時的に中止する。

約８６０万ｔ

コンクリートがら（約４８６万ｔ）※可能な限り処理施設へ直接搬入

可燃物、不燃物、木くず等（約３７４万ｔ）

約１．３万ｔ

※３日目
～数か月

※数か月以降

し
尿

○携帯トイレ
・ごみ集積所
・避難所の
ごみ置き場

○仮設トイレ

収集運搬

※携帯トイレは普通ごみとして収集する。
※仮設トイレからのし尿は原則として発災後２日目から収集を再開する。
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1 

川崎市災害廃棄物等処理実施計画 修正箇所一覧 

修正後 修正前 

Ｐ２５ 

第３章第２節１(3)排出場所 

・普通ごみ及び腐敗性廃棄物については、収集されずに放置されると腐敗・

悪臭等により公衆衛生の悪化を招くため（図 3-3 左参照）、ごみ集積所

への排出を原則とする。 

・壊れた家具・家電等の片付けごみは、生ごみを含む普通ごみと混在しな

いよう、一次仮保管場所を排出場所とする（図 3-3 右参照）。なお、一

次仮保管場所への持ち込みは、原則として市民自ら行うこととする。

Ｐ２５ 

第３章第２節１(3)排出場所 

・普通ごみ及び腐敗性廃棄物については、収集されずに放置される

と腐敗・悪臭等により公衆衛生の悪化を招くため、ごみ集積所へ

の排出を原則とする。 

・壊れた家具・家電等の片付けごみは、生ごみを含む普通ごみと混

在しないよう、一次仮保管場所を排出場所とする。なお、一次仮

保管場所への持ち込みは、原則として市民自ら行うこととする。

参考資料 
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2 

修正後 修正前 

Ｐ２８ 

第３章第２節２(2)災害発生後の広報 

Ｐ２８ 

第３章第２節２(2)災害発生後の広報 
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3 

修正後 修正前 

Ｐ２９ 

第３章第２節３(1)発災当初の対応 

Ｐ２９ 

第３章第２節３(1)発災当初の対応 

表３－２ 災害時のごみ収集体制 

種  別
初動期

（発災後３日以内）

応急期

（発災後３日～１月以内）

復旧・復興期

（発災後１月以降）

普 通 ご み

（家庭・避難所）

一時的に中止する。 

（収集再開に向け、収集車

及び収集職員の確認と収

集体制の確保を行い、燃料

の確保に努める） 

原則として発災後3日目から

収集を開始するが、状況に応じ

臨機に対応する。 

復旧復興状況に応じて、

通常時の収集体制へ移行す

る。 

し   尿

災害用トイレを設置す

るとともに、原則として発

災後２日目から災害用ト

イレ等からのし尿収集を

行う。

避難所（学校など）トイレの

使用可否状況に応じ、災害用ト

イレの撤去を検討する。 

復旧復興状況に応じて、

通常時の収集体制へ移行す

る。 

資 源 物

普通ごみの収集を優先

的に行うため資源物の収

集は一時的に中止する。

一時的に中止する。 

（普通ごみや片付けごみの

収集状況等を考慮しながら資

源物収集の再開に向けて対応

する） 

復旧復興状況に応じて、

通常時の収集体制へ移行す

る。 

片 付 け ご み

 排出状況の確認及び収

集開始に向けた収集体制

の確保に努める。

一次仮保管場所に排出され

た片付けごみ（粗大ごみ）を収

集する。 

復旧復興状況に応じて、

通常時の収集体制へ移行す

る。 

粗 大 ご み

電話やインターネット

申込みによる通常の粗大

ごみ収集は当分の間中止

する。

電話やインターネット申込

みによる通常の粗大ごみは当

分の間中止する。 

復旧復興状況に応じて、

申込受付を再開し通常時の

収集体制に移行する。 
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4 

修正後 修正前 

Ｐ３０ 

第３章第２節３(3)他都市、民間事業者等との連携 

図３－４ 発災当初のごみ収集の様子

（平成 28 年熊本地震における川崎市支援）

Ｐ３０ 

 第３章第２節３(3)他都市、民間事業者等との連携 

図３－５ 発災当初のごみ収集の様子

（出典：平成 26 年 8 月豪雨に伴う広島市災害廃棄物処理の記録）
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5 

修正後 修正前 

Ｐ４３ 

第３章第５節２(1)一次仮保管場所 

図３－９ 一次仮保管場所における保管のイメージ 

（出典：災害廃棄物対策フォトチャンネル「平成 30 年北海道胆振東部地震」

（http://kouikishori.env.go.jp/photo_channel/h30_shinsai/search/）） 

Ｐ４３ 

第３章第５節２(1)一次仮保管場所 

図３－１０ 一次仮保管場所における保管のイメージ 

（出典：災害廃棄物対策フォトチャンネル「平成 26 年広島県豪雨」

（http://kouikishori.env.go.jp/photo_channel/h26_dosya/search/））
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